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平成２９年第２回上毛町議会定例会会議録 

（２日目） 

招集の場所  上毛町議会議場 

開閉会日時及び宣言 

平成２９年６月９日 午前１０時００分 

─────────────────────────────── 

○忚招（不忚招）議員及び出席並びに欠席議員 

出席議員（１２名） 

 １番 岩花寛之  ２番 田中唯登志  ３番 廣﨑誠治  ４番 荒牧弘敏 

 ５番 高畑広視  ６番 宮崎昌宗  ７番 峯 新一  ８番 三田敏和 

 ９番 大山 晃 １０番 茂呂孝志 １１番 宮本理一郎 １２番 安元慶彦 

欠席議員（０名） 

─────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条の規定による説明のため出席した者の職氏名 

 町長 坪根秀介・ 副町長 川口 彰・ 教育長 道免 隆・ 会計管理者 古原典幸 

 総務課長 岡崎 浩・ 企画情報課長 福田正晴・ 開発交流推進課長 永野英憲 

 税務課長 尾崎幸光・ 住民課長 垂水勇治・ 長寿福祉課長 佐矢野 靖 

 子ども未来課長 垂水英治・ 産業振興課長 円入忠義・ 建設課長 福本豊彦 

 教務課長 村上英之・ 総務係長 宮吉保男 

─────────────────────────────── 

○職務のため本会議に出席した者の職氏名 

 議会事務局長  宮秋伸一 

 議会事務局係長 岩井英樹 
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○議事日程 

平成２９年第２回定例会議事日程（２日目） 

平成２９年６月９日 午前１０時００分 開議 

日程第 １ 諸般の報告 

日程第 ２ 一般質問 
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○ 会 議 の 経 過 （２日目） 

                           開議 午前１０時００分 

○議長（安元慶彦君）皆さん、おはようございます。定刻になりました。御起立をお願

いします。一礼して着席願います。礼。 

 会議に先立ち、議員及び執行部の皆さんに議長よりお願いいたします。発言は必ず

議長の許可を得てから発言してください。また、不穏当発言、不規則発言に御注意い

ただき、有意義な会議でありますように皆様の御協力をお願いいたします。 

 それでは始めます。 

 ただいまの出席議員は全員です。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

─────────────────────────────── 

○議長（安元慶彦君）日程第１、諸般の報告を行います。 

 本日の会議では一般質問を行います。 

 一般質問の通告者は、お手元の日程表に掲載のとおり６名です。 

 質問順は申し合わせにより、通告書提出順に発言を許可することといたします。 

 本日の会議には、地方自治法第１２１条の規定に基づく説明員として、先に配付し

た各氏の出席を求め、会議に出席いただいております。 

─────────────────────────────── 

○議長（安元慶彦君）日程第２、一般質問を行います。 

 質問者の質問時間は答弁を含み６０分以内ですので、通告された時間内に終わるよ

う要点を簡潔明瞭に、また答弁につきましても、効率的な議事運営への御協力をお願

いいたします。時間の経過は議場内に表示されますので、消費時間を確認、厳守して

ください。 

 それでは、１番、宮本議員、登壇ください。 

 宮本議員。 

○１１番（宮本理一郎君）皆さん、おはようございます。 

 さて、先日６月２日、坪根町長は再選へ向かって、マスコミに出馬の意思表明を正

式になさいました。人口増を目指し、企業誘致などを進め、働く世代が快適に過ごせ

る、持続可能なまちづくりを進めると表明されました。我々は町長のリーダーシップ
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のもと地域活性策を着々と講じ、他に類例を見ないような上毛モデルといわれるよう

な地域創生策をもって、よりより上毛、住みやすい、生活しやすい上毛を目指してい

るわけでございます。何をなすにも多尐の反対勢力はございましょうが、町長の思う

ところを正々堂々と展開し、行政、議会が挙げて協力すれば、住民も理解し納得して

くれます。なぜなら、何と言っても住民の、行政と議会と住民による、住民のための

活性化策であり、本町の将来の発展のためにやっていることでございます。 

 子々孫々に喜んでもらえるような上毛まちづくりでありますから、躊躇することな

く、積極的に推進すべきであると思います。それができるのも若きリーダー、坪根町

長の特権でもあると思います。本町の未来、将来を見据え展望したときに、２０年後、

５０年後にも耐え得る本町の未来、長期的な施策も必要であります。 

 その最たるものが、町長が提唱してございますところの、２０４０年人口１万人構

想、定住人口の増加策であると思います。そのためには企業誘致、住宅政策、子育て

支援、老人福祉等々とともに、一番大きな柱が教育政策であると私は考えるのでござ

います。 

 子供は地域の宝、国家の宝なり、教育は国家の礎なり、そう申します。将来、本町

を支えるべき子供たちに、立派な大人に成長してもらうためには、親を思う心、ふる

さとを思う心、国を思う心を胸いっぱいに持った健全な子供たちに育ってほしいもの

でございます。 

 このような観点に立って、本町学校現場の実情と教育政策に絞りまして、本日はお

伺い申し上げます。詳しくは自席にて御質問申し上げます。 

○議長（安元慶彦君）宮本議員。 

○１１番（宮本理一郎君）それでは早速、御質問申し上げます。いじめ、不登校の実態

についてでございますが、過去何回か、このテーマについて私は御質問申し上げてま

いりましたが、この問題は持続性、継続性の問題でございまして、学校現場よりこの

ような問題は一掃しなければいけない、そういう問題だと捉えておりますので、今回

もお尋ね申し上げるわけでございます。 

 一時に比べますと、いじめ、不登校はかなり減ったようでございますが、いまだに

テレビ、新聞、マスコミ等でいじめによる生徒、児童の自殺というものが報道されて

いるのも事実でございます。そこで本町の小学校、中学校の現場における現状のこう

いったいじめ、不登校の実態はどのようになっているか、まずお伺い申し上げます。 
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○議長（安元慶彦君）教育長。 

○教育長（道免 隆君）議員御質問のいじめ、不登校に係る本町の実態について御答弁

申し上げます。 

 各学校には毎月、文部科学省が実施をいたしております児童生徒の問題行動と生徒

指導上の諸問題に関する調査、いわゆるこれは学校基本調査と言っておりますけれど

も、それに基づいていじめ、不登校の件数等、報告を求めているところでございます。 

 それにつきまして、本年度５月段階では１件も上がってきておりません。ただ昨年

度、１年間で合計７件の報告がございました。その内容、いわゆる態様といいますけ

れども、どのようないじめであったかということですが、それにつきましては、冷や

かしや悪口を言ったり、あるいはたたく、あるいは遊びの仲間に入れないというよう

なものがございましたが、いずれも学校長の指導のもと、学級担任あるいは生徒指導

担当等の指導により解消をしております。また、いわゆる調査組織なるものを設置す

る必要がある重大事案につきましては、本町では起こっておりません。 

 以上でございます。 

○議長（安元慶彦君）宮本議員。 

○１１番（宮本理一郎君）昨年は７件あったと。それが解決されたと。現状はないとい

うことで、まことに幸いな現状だと思います。 

 さすれば、現状において先生方、あるいは教育委員会が、このいじめ、不登校等に

対する問題に対して予防、指導法、生活指導とか児童指導あるいは家庭訪問、御父兄

との対話等々ございましょうが、その辺の予防、指導法としては、どういうことをな

さっていますか。 

○議長（安元慶彦君）教育長。 

○教育長（道免 隆君）済みません。先ほど議員の質問で、いじめの実態等だけで座ら

せていただきました。その分を先にお答えさせていただいてよろしいでしょうか。 

 もう一つございました。不登校の実態についての回答でございます。先ほど言いま

した、文科省の調査によりまして、これまでは議員御質問、通告事項にございますよ

うに、登校拒否という文言を使っておりましたけれども、平成１０年度から、いわゆ

る子供たちが登校できない理由については、さまざまな要因があると。学校、家庭、

地域等の要因も含めて、さまざまあって、行きたくても行けないといった状況もある

というようなことから、不登校という名称を使っておりますので、その言葉を使用し
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ての説明とさせていただきます。 

 それにつきまして、本年度５月末現在で、不登校の子供は町内で３名。そして、昨

年度１年間につきましては、町内小中学校全てにおいて合計で１５名の不登校の子供

の実態がございました。いわゆる不登校については、文科省は１０００人当たりの出

現率ということで表記をしておりますけれども、それによりますと本町の出現率は２

３.３人と。これについては京築全体の１８.８人を上回っている状況にございます。 

 続いて、そのような不登校、いじめを生まないような教育内容づくりということで

の御質問に対して御答弁をさせていただきます。この両者については、いずれもそう

ですが、大事なのは未然防止、早期発見、早期解決、この三つが大変重要になろうか

と思います。 

 いじめにつきましても、不登校につきましても、個々の事案については非常に内容

的にさまざまなものがございますので、全てを一括しての指導ということは、なかな

か申し上げにくいのですが、指導に当たって大事にしている部分というのが大きく四

つございますので、そのあたりを中心に述べさせていただきます。 

 まず一つは、一人で対忚しないということですね。いじめの対忚については組織で

当たるということで、学校長以下、そういった対忚をするということが大変重要にな

ってこようと思っています。 

 それから、いじめに当たっては、被害者を第一に考えるということですね。被害児

童を守り通すということを大事にすると。 

 それから、さっき言いましたけれども、いじめの場合はさまざまな要因があります

けれども、加害児童生徒の指導に当たっては心理的な孤立感や疎外感を与えないよう、

一定の教育的配慮のもとに、いじめの非人間性や、いじめが他者の人権を侵す行為で

あることに気づかせると。他人の痛みを理解できるようにする指導を、根気強く徹底

して行っております。 

 それから、もう一つは関係機関との連携ということがあろうかと思います。 

 そして、何よりも学校の教育活動で大事にしなくてはいけないのは、いじめ、不登

校を生まないような、いわゆる子供が学校に行きたくなる、そして学校が楽しいと言

えるような、そういった学校づくりをやっていかなくてはいけないと。その楽しい学

校にするためにはさまざまな要因があろうかと思いますが、わかる授業の創造であっ

たり、子供たちが自主的、主体的に取り組めるような教育内容をつくっていくとか、
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あるいは子供と教師、あるいは教師だけではなくて地域住民も含めた、そこらあたり

の人間関係を深めるような活動を仕組むとか、さまざまな点があろうかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（安元慶彦君）宮本議員。 

○１１番（宮本理一郎君）いじめではなくて、不登校に関しては１５名いたということ

でございますが、特に不登校に関しては、私は思うんですが、学校の人間関係が半分

あろうかと思いますし、もう一つ、半分は、やはり家庭的な、プライベートな問題で

発生し得ると思いますから、非常にデリケートな部分があって、先生方もどこまで立

ち入っていいかという難しい点があろうかと思いますが、現実に表面にあらわれてい

る事象については対処のしようがあろうかと思うんですが、いわゆる潜在している、

これが例えば１５名表面に出てきたといえば、倍の３０名ぐらいは潜在して見えない

部分があるんじゃないかと推測できるわけですけれども、そういった部分の、先ほど

教育長おっしゃいましたように、未然に防ぐというようなことをおっしゃいましたけ

れども、その辺の教育的指導というか、そういったものはありますか。 

○議長（安元慶彦君）教育長。 

○教育長（道免 隆君）何よりも早期発見ということが大事だろうと思います。それで、

表面的にあらわれる部分、あるいは見えにくい部分を、どのようにして見取るかとい

うことだろうと思いますが、まずそのあたりについて、お話をさせていただきますが、

まず担任や養護教諭等、子供たちはさまざまな形でサインを出します。 

 それで、例えばそういった養護教諭や担任が子供たちを日常観察することによって

把握をしていくということがとても大事になろうかと思いますが、例えば子供の中で

外見的に服装の乱れがあるとか、あるいは体に傷があるとか、あるいは表情がさえな

いとか、そういった外見的兆候であったり、あるいは日記とか生活ノート等に書かれ

ている内容で、そのあたりを察知するということが大変重要かと思います。 

 それから、見えにくい部分をどのようにして見取るかという方法ですが、一つは毎

月、定期的に生活アンケート、いじめアンケートという言い方をする場合もあります

けれども、そのアンケートをとっております。その中で子供たちが、学校が楽しいか

どうか、いわゆる楽しくないと感じることがあるというような項目に、例えばそこに

記した子がいれば、そういった子に対しては教育相談、いわゆる話し合いの場を持っ

たり、あるいはそのことによって、その子を特に注視して観察をしていくとか、そう
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いった方法で見取っております。 

 それから、これは両方にもかかわりますけれども、とても最近大事に思うのが、そ

のほかの学校以外の方、いわゆる保護者、それから地域の方との連携による見取りで

すね。例えば、先ほど言ったように、外から見えるような変化等を保護者が、例えば

持ち物で最近、自分の買って与えたもの以外の持ち物がふえているとか、帰ってから

服が破れているとか、あるいは表情がさえないとかいったものを保護者や地域の方、

最近、本町ではコミュニティースクールを導入して多くの方々に御協力をいただいて

おりますが、例えばそういった見守り活動をする方の声ですね。あの子の表情が最近

さえないんですがというような情報提供等とかも大変重要な早期発見の鍵になること

だと思っています。そういった意味で、それらを駆使しながら早期発見をし、早期対

忚をしていくということが重要だと考えております。 

 以上です。 

○議長（安元慶彦君）宮本議員。 

○１１番（宮本理一郎君）非常に本町の施策として、早期発見、早期対策をやっている

ということは大変、好ましいことだと思います。 

 ただいま教育長がおっしゃいましたいじめの実態が、朝日新聞のデータとして出て

いますから御紹介しますけれども、学校の内訳として、中学校でいじめ、登校拒否が

２６％、小学校が一番多くて６７％です。あと、高校になると５.６％と極端に減るん

ですが、いずれにいたしましても、小学校の６７％、中学校の２６％。このいわゆる

義務教育の期間中に、非常に心の成長がまだ十分でないだけに、いじめが生じたり、

人間が３人寄ればそこに力関係が生じると申しますけれども、そういった関係だと思

います。 

 それと、いじめの中身が出ているんですが、一番多いのが冷やかし、からかい、悪

口、脅し文句、嫌なことを言われるというのが６３％。軽くぶたれる、蹴られる、遊

ぶふりをしてたたかれる、蹴られる、これは２２％。仲間はずれ、集団による無視を

される、１７.６％。この辺が多いわけですね。 

 あと、発見のきっかけは、どういうきっかけで発見されるかといいますと、一番多

いのが、今、先生がおっしゃいましたように学校のアンケート調査ですね。これで５

１％、半分以上がアンケートで調査。あとは学級担任が発見する、１１％。本人から

保護者、お母さんやお父さんに訴えるのが１１％ということでございます。 
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 それで一番大事なことは、教育長、先ほどおっしゃいましたように、いじめを早期

発見するためのチェックリストというのがあるんですね。これは、わけのわからない

衣服の汚れや破れが見られる。これはおうちの方が、これを発見された場合、何か変

だなと思いなさいということですね。わけのわからない、体にあざやけががある。い

つも持っている持ち物がなくなったり、壊されたりしている。家族との会話が減った

り、学校の話題を意図的に避けたりするようになると。些細なことで怒ったり、家族

に八つ当たりしたりすることが多くなる。登校時間になると体調不良を訴えて学校に

行きたがらない。家庭から金品を持ち出したり、必要以上にお金を親に要求したりす

るようになる。これまで仲のよかった友たちとの交流が極端に減ると。あるいは、友

たちからの電話に急に出たがらなかったり、遊びの誘いを断るようになる。 

 こういういじめの気配が本人に見受けられた場合は、やはり親御さんは学校に相談

したり、学校は直接、保護者さんと話したりというようなことをすべきだと思うわけ

でございますが、教育長、いじめ、あるいは不登校に対して、ないのが一番いいわけ

ですけれども、やはり学校現場の先生としては、常にその辺を配慮しながら、今おっ

しゃいましたような対処法で、十分注意すべきだと思いますが、今後、総体的にこの

いじめ、不登校という問題に対して、どういう取り組みをなさる御予定でございます

か。 

○議長（安元慶彦君）教育長。 

○教育長（道免 隆君）まずもっていじめについては常々、校長会等を通じまして、い

じめは極めて重大な人権侵害であると。そして、いかなる理由があっても許されない

ことであり、このいじめというのは、どの子にも、あるいはどこの学校においても起

こり得るものだという危機感を持って取り組んでいこうということで、学校長には指

導しております。 

 さまざまな、いわゆるそれを生まないための努力が必要だろうと思いますが、今、

議員おっしゃったような、そのようなさまざまな兆候を早く見とるような技量、いわ

ゆる教師の感性の部分もあろうかと思いますが、そういった部分をやはりつけていく

ことが当然、大事だろうとまず思っております。 

 それで、現在は大きな課題として、大量退職、大量採用の時代に学校現場は入って

おります。それで、これまでベテラン教員が長年の間に、先ほど申し上げたような、

そのような子供の兆候を見取る観察の手法といったスキルであったり、あるいは解決
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へのアプローチの仕方等の手法を、若い世代にいかにつないでいくかということが大

事になってこようかと思っております。 

 それで学校長に話をしているのが、今盛んに言われておりますＯＪＴですね。職場

内でのそういった指導、研修、力量アップのためのそういった計画的な指導をやって

いこうということなんですが、それをぜひやってほしいと。 

 例えば、さまざまないじめ、不登校に係るような事案が発生した場合にはケース会

議等、あるいは職員会議等、持ちますけれども、そういった場で若い者はさまざまな

職員の意見から学ぶものも多かろうと思いますし、あるいは地域の方との話し合い等、

こういった話し合いを行ったというようなことも含めて、情報の共有を図りながら、

若い世代にそういった指導を引き継ぐということが一つ大事なことと思っております。 

 それからもう一つは、最近特に不登校の要因として、なぜ不登校になるかというこ

とで、例えば無気力、あるいはさまざまな人間関係がうまくいかないとか、そういっ

たものがあるんですが、最近言われているのが複合型といって、家庭、学校、地域に

おけるさまざまな要因から、一つに要因が絞れないような事案が多いと。 

 そういったものの解決のためには、学校の教員だけではなくて、スクールソーシャ

ルワーカーであったり、スクールカウンセラーであったり、場合によっては地域の民

生委員の方、主任児童委員の皆さん等の力を借りながら、チーム学校として取り組ん

でいく、解決に当たっていくということが大変重要であると。とりわけ不登校につい

て言えば、学校外の専門の方からの支援を受けることで解消に向かうことが最近、非

常に多い、大事だと言われていますので、そのあたり現在、上毛中学校に、今言った

ようなスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを中心に置いて、配置を

しておりますので、そこらあたりと連携を深めながら取り組みを進めてまいりたいと

考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（安元慶彦君）宮本議員。 

○１１番（宮本理一郎君）特に、義務教育の６年間というのは、人生の基礎をつくる場

所であり、学ぶ場所、友達をたくさんつくる場所。だから、そういったいじめとか不

登校がないように、特に教育長、教育界のリーダーとして、どうぞよろしく今後とも

御指導お願いしたいと思います。 

 次に、県教育のブランド化についてという点でお伺いします。４月２９日に県の教
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育委員会及び教育長の会議が催されました。道免教育長は、これに参加されましたか。 

○議長（安元慶彦君）教育長。 

○教育長（道免 隆君）はい、その会議に出席をさせていただいております。 

○議長（安元慶彦君）宮本議員。 

○１１番（宮本理一郎君）その会議で、このようなことが話されたと思います。全国に

誇り得る、福岡県の教育のブランド化ということが提唱されたと思いますが、これは

なかなか理解しがたい。意図するところ、狙いは何でしょうか。 

○議長（安元慶彦君）教育長。 

○教育長（道免 隆君）城戸県教育長のお話、冒頭の挨拶の中、１０分程度の挨拶の中

で今、議員がおっしゃったような内容が話されたと記憶しております。したがいまし

て、いわゆる話した内容を私が聞き取って、感じた部分でございますので、県教育長

の考え方と違う、ずれがある部分もあるかもしれませんが、そのあたりは御容赦願い

たいと思います。 

 その話の中で県教育長がおっしゃったのは、いわゆる福岡の教育といえばこれだね

と、まさにこれが福岡の教育だというようなものをつくっていきたいという話で、中

身については現在、福岡県の教育委員会が提唱してやっている、鍛えて、ほめて、子

供たちの可能性を伸ばそうと。いわゆる「鍛ほめ福岡メソッド」というのがございま

すが、そういったものを広めることによって、それを福岡県の教育のセールスポイン

トといいますか、特長としたいという話があったかと記憶をしております。 

 以上です。 

○議長（安元慶彦君）宮本議員。 

○１１番（宮本理一郎君）これを実践する上で、県の教育長は三つの処方箋を挙げてい

るんですね。一つは、子供の自尊感情や未来への目標、意欲を育てる。もう一つは、

成長、進歩に向けて自律的に努力する態度、勤勉性を育成する。最後に、自己中心で

はなく他者との共存意識や社会に対する責任感を育成する。 

 この三つの処方箋をもって、福岡県の教育のブランド化をなそうではないかという

ことでしょうけれども、私にしてみれば、このような３項目は今さら取り上げて新た

に取り組もうとすることなのかと。このテーマは、日本の義務教育として過去連綿と

して教育現場でなされてきたことではございませんかと思うんです。今さら声を大き

くして言うことでしょうかという点はどうですか。 
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○議長（安元慶彦君）教育長。 

○教育長（道免 隆君）議員おっしゃるように、いわゆる昔からこういった子供たちに

力をつけていくという取り組みはなされてきたと思います。ただ、現状としてさまざ

まいろいろな調査が行われておりますが、日本の子供たち、福岡県だけとは限らない

と思います。日本の子供たちに、いわゆる不足している部分、課題として挙げられて

いる部分が、先ほど議員がおっしゃったような内容、例えば自尊感情が低いと。自分

にはこんないいところがあると、自分は大切にされている存在だという自尊感情が、

極端に他の国々に比べて低いということが明らかになっておりますし、いわゆる夢や

目標に向かって努力する、チャレンジ精神等についても低いということが言われてい

ます。 

 さまざまな学習指導要領の改訂も含めて教育改革が行われていますけれども、それ

ら改革のもとになる、ベースとなる部分が、こういった子供たちの自尊感情を育てる

ことであったり、チャレンジ精神を育てることであったり、社会性を育てることであ

ったり、それが大事だと思っていますし、県の教育長の話の中にもそのことがありま

した。そういった課題が今、大きく改めてクローズアップされていると。だから、こ

こを変えていくことが、これからの福岡県の教育にとっては大事なんだと力説されま

したし、私も同じ思いでおります。 

 以上です。 

○議長（安元慶彦君）宮本議員。 

○１１番（宮本理一郎君）これは客観的には、教育長が今おっしゃったことは逆にとら

れるような危険性があると思うんですよ。つまり教育を他県と差別化したり高度化し

たり、ブランド化したりしようと聞こえるんですね。つまり現状の子供の実態を判断

して、このように福岡県は、現実に鍛えてほめて伸ばそう、鍛ほめ伸ばすということ

を現実に学校現場で構造計画として推進していることはわかるんですが、私ども第三

者的には、福岡から本当の教育の改革の風を起こそうとおっしゃっていますね。 

 これはどういうことですか。 

○議長（安元慶彦君）教育長。 

○教育長（道免 隆君）まさに、これは県の教育長のお言葉ですので、私なりの理解と

しては、今おっしゃるように、本県の課題というのは、全体的に学力も含めてさまざ

まな課題があると認識しておりますが、そのような課題の克服のためにも、いわゆる
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そういった取り組み、学力向上のベースとなるのが今言ったものだと思うんですね。 

 そういったものをやはり改めて大事にしていこうではないかと。そのことは、それ

が何か他県との違いを浮き立たせる部分だと、それを狙ってととらえるかどうか、取

り方はいろいろあろうかと思いますが、私はもう純粋に、やはり学力向上も含めて今、

子供たちを育てていくためには、先ほど言ったような自尊感情というのがとても大事

だし、あるいは夢や目標を持って、それに向けて努力するといった力は大事です。 

 この鍛ほめ福岡メソッドとは、具体的に申しますと、昨年度、友枝小学校でやって

おります。どんなことかというと、友枝小学校の場合は、家庭において自主学習、自

分で子供たちが目標を決めて、僕は毎日１ページ家庭学習をするんだと。中身は漢字

を書くとか、算数の基本問題を書くとか、いろいろあるんですが、そしてそれを続け

ていく。家庭においても学校においても、その途中の段階、いわゆるそういったこと

を続けることの途中段階をしっかり見取って、そのことをよく頑張っていればそれを

評価する。結果だけではなくて結果と過程を評価しながら、子供たちをやる気に向か

わせると。 

 最終的に１冊でき上がったときに、学校のほうでは学校長が、それに対して賞状を

出すというような取り組みをやったんですね。結果として友枝小学校では、そういっ

た子供たちが自主学習ノートにチャレンジして、多い子ではもう五冊、六冊と、どん

どん数をふやしていったと。そういった取り組みによって学校全体が学びに向かう姿

勢が高まって、学力向上にもつながったということもございました。 

 ほかにも、これは自主学習というものだけではなくて、例えばある学校では、登山

等の体力面の目標設定をしたりとか、いろいろなものがございまして、それは先ほど

言ったように、全てのもののベースとなる部分の取り組みだろうと思っておりますの

で、こういったことについては、非常に大事だと思っております。基本的に私は、こ

れはとてもいい取り組みだと思っているところでございます。 

 済みません、回答になるかどうかわかりませんが、以上でございます。 

○議長（安元慶彦君）宮本議員。 

○１１番（宮本理一郎君）教育長の見解というか、県の教育長の思惑だということなん

でしょうけれども、私から見ますと、福岡県のいわゆる福教組ですね、教職員組合。

福教組がかなり右寄りか左寄りかは別にして、かなり偏重を来しているような気がし

なくはありません。 
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 考えてみると、教育というのは普遍性。偏りがあってはいけない。まして機会均等

であり、教育内容の統一は教育基本法に高らかにうたわれて、義務教育化とともに連

綿として受け継がれてきているわけですね。だから、今さら教育をブランド化すると

か、福岡県から本当の教育改革の風を起こそうとかいうフレーズが起こること自体、

私は疑問に感じるわけです。つまり学校現場において、いわゆる頭に詰め込み式の知

識教育に偏らず、いわゆる先生と生徒の本当の肌と肌のつき合い、人間教育、スキン

シップがしっかり行われておれば、このようなことを県の教育長や教育委員会が、あ

えて提唱する必要はないじゃないかと私は思うんですけれども、教育長、どうですか。 

○議長（安元慶彦君）教育長。 

○教育長（道免 隆君）城戸教育長がこの話をするときに、最後のフレーズを言うとき

に、こういう言い方をされたと私は記憶しているんですが「これから各市町村の力を

かしていただき、山を動かしましょう。この福岡から本当の教育改革の風を起こしま

しょう」というような言い回しだったと思います。 

 当然のごとく、教育は自治体、本町においては本町の教育委員会、私どもが責任を

持ってその教育行政を進めていくわけですが、その大事な部分、いわゆる本町の教育

大綱に基づいて、本町においてもそれぞれの施策を実施し、各学校においては学校長

が教育目標を設定をし、その実現に励んでおりますので、基本的にそれでいいと思っ

ているんです。 

 ただ、県全体として、本県においてという言い方を先ほど来していますけれども、

やはり一つの枞組みとして福岡県という中で、県の基本計画等に基づいて全体的に実

施をしていくという部分も多々ございます。そういった部分については、やはり市町

村も協力していくということはやぶさかではございませんし、その目的が子供の力を

つけていく、子供の人間形成、人格の完成を目指していくということにつながること

であれば、それについては同じ歩調でやっていくということは全然やぶさかではない

と思いますが、今議員おっしゃるように、そういったブランド化とかそういったこと

はもうあえて言う必要はないんじゃないかと。それはもうここで、市町村にそこまで

求めるのはどうかということだろうということだろうと思いますけれども、その辺に

ついては、これまでも福岡県の県全体の教育基本計画等に基づいて、さまざまな県か

らの、こういった方向で行きましょうという呼びかけ等はあっておりますので、その

一つだと捉えております。その中身を私どもはとってまいりたいと思っているところ
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です。 

 以上です。 

○議長（安元慶彦君）宮本議員。 

○１１番（宮本理一郎君）教育において福岡県が優秀だとか、上毛町が優秀だとか、す

ぐれているということでブランドづけするというか、ランクづけするということは、

基本的にはおかしいと思うんですね。 

 それに、また県が関与しようとする、推進しようとすること自体が私はおかしいと

思うんですが、入学試験とか、いろいろな試験の結果において、福岡県の上毛中学が

県下でナンバーワンだった、何番だったという、結果から推測するのは問題ないと思

うんですが、教えられる子供、生徒の立場からすると、自分たちが受けている教育は、

全国統一の、押しなべて同じ内容の教育を受けていると思っているわけですよ。 

 そこで、やはり福岡県のレベルが高いよ、大分県のレベルが低いよとかいうレベル

差があるのは、受ける立場の子供にしては、そういうランクづけをすることは不幸か

と思うわけですね。だから、これが本当の教育の改革の風を起こそうということにつ

ながるのは、非常に私は教育の普遍性、機会均等等に照らして、危険性が非常にある

と思うし、私も若いころ経験した、いわゆる受験戦争の過激化というのが、私も昔あ

りました。それで苦労した記憶もありますけれども、そういった危険性はございませ

んか。 

○議長（安元慶彦君）教育長。 

○教育長（道免 隆君）まず、それぞれの県が独自の施策をやっていくと。その方向性

を示していくというのは、福岡県に限らず他県でもございます。いわゆる国内それぞ

れの県で、それぞれの教育大綱等に基づきながら、そういったものをやっていると。

その中の一つ、福岡県においては、そういった「鍛ほめ福岡メソッド」というものを

使って、子供たちの力をつけていくベースになる部分を、もっと大事にしたいという

ことでの取り組みだろうと思いますので、それをやったから他県と大きな差別化が図

られて、そこにおる子供たちが困ったとかいうことはないのかなとは思っていますが、

いずれにしましても、先ほど冒頭の答弁の中でも申し上げましたけれども、昔はこう

いった、今、福岡メソッドとしてやっている部分というのは、そんなに意図しなくて

も、家庭、地域、学校の中で一定程度つけられた力だろうと思います。 

 そこら辺が不足しているがために、今の子供たちがどうしても内向き志向になって
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いたり、夢を持てないとかいうものがあるので、そこを何とかしたいということだろ

うと思いますので、やっていること自体は、再度の回答になりますが、私は大事なこ

とだろうと思っていますので、それで本町においても、先ほど友枝小学校の例を言い

ましたけれども、そういった教育内容の中に、そういった部分を入れていくというの

は大事なことだろうと思って今、実践をしているところでございます。 

 いずれにしても、県の教育長の思いとしては、やはりそういったさまざまな教育改

革が今、行われているけれども、そういったもののベースとなる部分、市町村の取り

組みのベースともなる部分を、県全体のほうで底上げを図っていきたいと、同じよう

な歩調で進められないかということでの問題提起だろうと思っています。 

 以上です。 

○議長（安元慶彦君）宮本議員。 

○１１番（宮本理一郎君）では、教育長、お尋ねします。この件で、県の教育のブラン

ド化という点は、県教委の希望的意向であって、あくまで実施に当たっては各自治体

教育委員会及び学校現場が、これを採用するか否かについての裁量権は、現場にある

んですか。 

○議長（安元慶彦君）教育長。 

○教育長（道免 隆君）最終的には、教育内容にかかわる部分ですので、学校長がその

教育課程は編成をするということになりますので、そこは最終的には学校長です。 

○議長（安元慶彦君）宮本議員。 

○１１番（宮本理一郎君）私が考え過ぎだという点であればよろしいと思います。 

 次に、学習指導要領の改訂についてお伺いします。これは、小学校は平成３２年か

ら、中学校は３３年から全面実施が予定されております。過去、昭和５２年の改訂か

ら数えて５度目になるわけですが、皆さん御存じのとおり、過去ゆとり教育とか、心

豊かな人間育成とか、基礎基本の徹底とかいうテーマにのっとって、キーワードで提

唱されてきました。 

 今回は生活科の設置、総合的な学習の時間の設置、小学校の外国語活動の設置と、

この三つが新設されたわけですけれども、改定の方向性とか育成すべき資質、能力の

向上を目指そうとしているわけでしょうけれども、一番抜けているのが私はやはり基

礎学力だと。基礎学力の問題が過去５回改訂されてきたんですが、いろいろなテーマ、

学力の向上、偏差値、ブランド化、計画はその都度レベルアップしているように見え
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るんですが、一番重要な点、基礎学力という点で私は欠陥があるんじゃないかと思う

んですが、教育長、どうですか。 

○議長（安元慶彦君）教育長。 

○教育長（道免 隆君）御答弁申し上げます。基礎学力という部分ですが、今回の改訂

でもしかりですが、その部分についてはこれも重要な内容として位置づけられていま

す。それで、今回は大きく、これまでは何を学ぶか、学ぶ内容について学習指導要領

の中で規定をされておりましたけれども、今回についてはその学び方であったり、あ

るいは何ができるようになるかということも含まれた改訂となっています。 

 それで今、議員おっしゃった基礎学力という部分の捉えですが、今回の改訂の中で

も、最終的に教科の目標等を達成する中で、生きて働く知識、技能を習得するという

ことは、きっちりと明示をされています。 

 それで、これまで学力の３要素といいまして、学力というものは、まず基礎基本の

部分、あるいはその基礎的、基本的な知識、技能を活用した思考力、判断力、表現力

といったものもありますし、さらにはそういったことを駆使して学びに向かう力、い

わゆる主体的に学習に取り組む態度等も、学びの３要素として挙げられております。 

 この学力については、学校教育法の中でも定義されていますし、これはもうずっと

従来と変わっておりませんので、そのあたりは基礎学力の部分を大事にするという部

分では、これまでと変わらないと私は認識をしております。 

 以上です。 

○議長（安元慶彦君）宮本議員。 

○１１番（宮本理一郎君）それでは、基礎学力といった場合の考え方というか、定義を

教育長はどういうふうに考えていますか。 

○議長（安元慶彦君）教育長。 

○教育長（道免 隆君）基礎学力、先ほど学力の３要素の話をさせていただきましたけ

れども、その中で基礎学力というのは、１番目に申し上げた基礎的、基本的な知識、

技能の部分だろうと思います。昔よく言っていました、読み、書き、そろばんの部分

だろうと思うんですね。 

 この部分は、全ての学習の基礎と捉えております。国語であったり算数という教科、

あるいは学校での教科の学習だけではなくて社会全体で、いわゆる社会で生きていく

ために必要になる基礎的な知識であると捉えておりますので、そこで全ての児童生徒
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にそういった基礎学力を定着させるべく、本町の各学校についても取り組みを進めて

います。 

 以前、この議会の場でちょっとお話をさせていただきましたけれども、いわゆる標

準時数といって、文科省が取り決めた時数よりもより多くの時数を確保して、その部

分、特に基礎学力の補充のために、例えば国語は決められた時間よりも年間２０時間

上乗せをして実施して、丁寧にそこの力をつける取り組みを行うとか、そういったこ

とも本町ではやっております。 

 以上です。 

○議長（安元慶彦君）宮本議員。 

○１１番（宮本理一郎君）おっしゃるとおりでございまして、基礎学力といった場合は、

全ての学習を成立させる上で、必ず身につけていなければいけない知識や技能をもっ

て基礎学力というらしいんですけれども、これは先ほどおっしゃいました基本中の基

本、読み書き計算ですね、これが一番大切で、これを教師自身が常に基礎学力重視の

立場に立って指導していなければ、身につく学力も身につかないと。つまり、ここで

徹底しないと落ちこぼれという存在が生じてくる。この落ちこぼれが、学年が長ずる

に忚じて、落ちこぼれが結局、累積してくる。わからないことが累積してくる。これ

が、突き詰めれば不登校とかいじめの原因に、基礎的にはなっているというような判

断をする方がおります。 

 ですから、わからない児童が一人でもクラスにおれば、その子がわかるまで指導で

きる熱意のある先生、いわゆる熱血先生、こういう先生が後に、ああ、あの先生は立

派な先生だったな、思い起こせばあの先生によく𠮟られたけれども、いい先生だった

なという存在の先生になるんでしょうけれども、悲しいかな、なかなか現在、そうい

う先生が尐ないんじゃないかと一般的に言われているわけですけれども、この基礎学

力をつけるために、学校現場でいわゆる反復学習練習を行っているかどうか。先生方

は、やはりやることが今、多過ぎて、なかなか同じことを二度、三度反復させていな

い。それだけに基礎学力が身につかないという現実が、ここに横たわっているんじゃ

ないかということでございます。 

 例えば、小学校から習得しなければいけない問題は、平仮名から始まって片仮名、

漢字そして音読、この反復練習が一番大切と。この延長線上に、作文をつくったり暗

唱したり、算数でいえば九九の反復練習をしたり、いわゆる加減乗除、足し算、引き
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算、掛け算、割り算、この練習によって初めて基礎学力がついて、１年生から６年生

に進み、中学校に上がる基礎学力がつくと。この過程で学校現場の徹底度によって、

いわゆる落ちこぼれというものができるかできないかというような要素にもなるとい

うことではないかと思うんですが、この反復練習を本町の小学校、中学校で十分やっ

ているかどうか。その辺はどうですか。 

○議長（安元慶彦君）教育長。 

○教育長（道免 隆君）今、議員がおっしゃった、いわゆる落ちこぼしという言葉でち

ょっと思い出すのは、もう２０年以上前になろうかと思いますが、いわゆる落ちこぼ

し論争というのがございまして、この落ちこぼしという表現について、これはそうい

った結果、例えば子供がなかなか習熟できていないという結果は、教師の指導力不足、

これは落ちこぼしだと捉えるべきではないかというような話がありました。 

 現在は、そのような考え方のもとに、指導と評価の一体化ということが言われてい

ます。例えば、子供たちが学習した結果、テストで評価をしますけれども、その評価

の結果、例えば点数が低いと、平均点が何点しかこの学級はとれていないとか、個別

にこの子は極端に点数がとれていないとか、そういう結果があったときに、それは教

師の指導の不十分さのあらわれであると。だから、その結果を見て、指導法を改善す

るといったことが必要だといわれております。 

 学校、いわゆる授業のＰＤＣＡ、プラン、ドゥ、チェック、アクションですね。Ｐ

ＤＣＡサイクルをきっちりやらないと、子供たちの力はつかないという考え方のもと

に、今現在の教師の指導力向上の校内研修等は行われています。 

 それで、今御質問がございました反復練習ということですが、先ほど授業時数の問

題をちょっとお話し申し上げましたけれども、今、文科省等で示します授業時数で、

例えば教科、この卖元は１０時間で行うというようなことがあるわけですが、その時

間だけではなかなか習熟、定着がおぼつかないということもございますので、例えば

その１０時間で扱うところを１２時間扱いにするというようなことで、より丁寧に指

導をし、子供たちに力をつけるということもやっておりますし、今、加配教員で指導

法工夫改善という担当の教員が配置をされている学校がございます。 

 そういった学校においては、一つの学級を習熟の程度に忚じて二つに分けて、習熟

度別学習と。例えば習熟の早い子、遅い子は二つに分けて、Ａ先生は早い子、Ｂ先生

は遅い子と分けて、その辺を徹底させるという指導法も行われています。 
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 それから、さらには学校の先生は大変忙しいわけですが、すき間時間をつくって、

子供たち、不十分な子に指導していく。例えば、給食終了後、昼休みの時間とか、あ

るいは放課後の時間とか、そういったわずかな時間を活用しながら、そういった定着

を図っているとか、あるいはそれだけでもなかなか今、すき間時間というのは本当に

とれない状況に今、学校現場はございますので、家庭学習の中に工夫を加えて、例え

ば全ての子供に同じ宿題プリントを出すということではなくて、その程度に忚じて問

題を変えるというような取り組みも行っている学校もございます。 

 以上でございます。 

○議長（安元慶彦君）宮本議員。 

○１１番（宮本理一郎君）くれぐれも本町の学校から落ちこぼれ、あるいは教える側か

ら落ちこぼしが出ないように、どうぞ御指導お願いしたいと思います。 

 それでは最後に、コミュニティースクールの現状についてお伺いします。昨年から

唐原と西吉ですかね。本年から友枝と单吉がコミュニティースクールを実施している

と思いますが、どのようなスタイルで現状はどういう推進をしておりましょうか。 

○議長（安元慶彦君）教務課長。 

○教務課長（村上英之君）それでは、議員御質問のコミュニティースクールの現状の問

題点と今後の方針については、私のほうから御答弁させていただきます。 

 まずコミュニティースクールの現状についてですが、世界が大きく変化する中で、

上毛町の宝であります子供たちを健全に育てていくためには、学校、家庭、地域の皆

様が一緒になり、子どもを育てていく必要がますます高まっております。 

 そのような中、国は学校、家庭、地域が連携協力し、地域全体で子供たちを育む体

制づくりを進めるため、コミュニティースクールという仕組みづくりを推進しており

ます。本町では、先ほど議員が言われました、平成２８年度より唐原小学校と西吉富

小学校の２校、本年度、友枝小学校と单吉富小学校の２校をコミュニティースクール

に指定しております。小学校は、全校コミュニティースクールになっております。 

 また、平成３０年度には上毛中学校を指定する予定になっており、現在、設立に向

けた準備を行っているところでございます。次に、現状の問題点といたしましては、

まだ学校運営協議会、コミュニティースクールですけれども、設置されたばかりです

ので、保護者や地域の方々への周知が不十分であるということが挙げられるかと思い

ます。 
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 そこで、今後の方針としましては、既に一部の学校では自治会長さん方の御理解、

御協力のもと実施しておりますが、コミュニティースクールに関する情報を、コミュ

ニティースクール通信として回覧したり、各種会議等で地域の方々や保護者に発信し

たりしていきます。また、あわせて町広報紙でも発信してまいりたいと考えておりま

す。 

 いずれにしましても、積極的な情報発信をすることにより学校理解が深まり、学校

を支える地域基盤づくりにつながり、また学校、家庭、地域の３者連携による共育、

「ともに育てる」という教育活動が充実し、学校、家庭、地域のきずなづくりにもつ

ながっていくものと考えております。 

 以上です。 

○議長（安元慶彦君）宮本議員。 

○１１番（宮本理一郎君）いわゆる尐子高齢化によって、なかなか家庭だけとか、学校

だけとか、地域だけとかいうことで、なかなか運営管理ができないと。例えば、教育

においてはやはり家庭が基礎になって、そして学校で勉強し、地域で社会教育を受け

るというのが、過去我々の育ち方だったわけですけれども、現在では御両親が勤め、

学校でもなかなか先生方が行き届かない面もあるというようなことで、それでは地域

がひとつ、子供のそういった成長に加勢しようということでございましょうから、今

後いい意味で地域が学校に、あるいは御家庭に目配り、気配りしながら、家庭、学校、

地域と、トータル的に子供の成長を見守るということが一番理想だと、それがコミュ

ニティースクールの目的だと思いますから、どうぞその方向で推進していただきたい

と思います。 

 以上、終わります。 

○議長（安元慶彦君）宮本議員の質問が終わりました。 

 ２番、宮崎議員、登壇ください。 

○６番（宮崎昌宗君）２番、宮崎です。一般質問を行います。 

 坪根町長は、平成２５年に初当選し、町長に就任して約４年となります。任期はま

だ４カ月ほどございますが、九州一輝くまちづくりを目指し、さまざまな取り組みを

されてきたと思います。３月議会の一般質問の中で再選出馬の意向を表明し、６月２

日に記者会見を行い、正式に再選出馬を表明し、今が一番、御自身の町政運営を振り

返り総括されているところではないでしょうか。 
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 そこで質問いたします。約４年間の町政運営に当たり、所感や自己評価をお聞かせ

ください。 

 その他の質問につきましては順次、自席にて行いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）宮崎議員の御質問にお答えします。１番の１の「町長に就任して

約４年となったが、町政運営に当たり所感、自己評価は」という問いでございますけ

れども、町政のかじ取りを行って４年目になるわけでございますが、４年というより、

私自身、３１歳から地元の議員として２０年以上、政治にかかわってきた中で感じま

すことは、２０年ほど前とは比較できないほど、時代は転換期を迎えているというこ

とであります。 

 高度成長を支えてきた家電分野において、一昨年、東芝は２,２３８億円の粉飾決算、

５,５００億円の大赤字、そして７,８００人の空前のリストラを行ったと。これは上

毛町の人口に値するわけでございますけれども、シャープにつきましても、業績回復

に向けて取り組んではおりますけれども、状況を打開するには全く至っておりません。 

 東芝、シャープと言いますと、ソニーやパナソニックとともに、ジャパンアズナン

バーワンと。世界に日本の立ち位置や高度な技術を知らしめたにもかかわらず、いつ

しか日本の足を引っ張る存在になっておるわけでございます。 

 本地域におきまして２０年前といいますと、まだ道の駅しんよしとみも大平楽も存

在しておらず、東九州自動車道もなければ、上毛町が誕生するなど誰も予想だにしな

かったことだろうと思います。２０年先を読むことは極めて困難なことであると思っ

ております。 

 その２０年前、道の駅や大平楽の計画が進められていたころ、私は議員１回生でご

ざいました。道の駅でノウハウのない村が商売をするということに納得ができずに、

企業とのコラボ、つまり経営を実績のある企業に任せるべきと、熱く訴えた記憶がご

ざいます。 

 それから２０年後の今、両施設は予定どおり建設され、現在極めて厳しい運営を強

いられているところでございます。何の因果か現在、道の駅の社長は、町の充て職と

はいえ、この私でございます。当時議員であり、何も変えられなかった責任は感じて

おりますし、だからこそ今ここにおるんだろうと思っております。誤解が生じるとい
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けませんので補足説明をさせていただきますと、当時は新吉富村、大平村にはシンボ

ルがなかったということで、その時代にあれだけの施設を両村がつくられたというこ

とは評価に値するものだろうと思っております。 

 私は２０余年間の歴史を知る者として、２０年後の未来に向けて何を残していくの

か、改めて中途半端な気持ちではなく、身命を賭して町政運営に臨む覚悟でございま

す。この４年間で何をしているのかといえば、２０年先の未来に種をまいているわけ

でございますし、その種が立派に成長して、先輩を超える九州一の実をならせるため

に、しっかりこれから育ててまいりたいと考えているところでございます。 

 自己評価につきましては志半ばであり、採点は今できないと思っております。 

 以上です。 

○議長（安元慶彦君）宮崎議員。 

○６番（宮崎昌宗君）４年間の総括だけではなく、御自身が政治家になられた２０年間

の所感も含めお答えいただいてありがとうございます。 

 そういった中で就任後、これは就任して１年目のときに私が質問したわけですが、

そのときのお答えとして、行政改革に最も力を入れてあると答弁がございました。そ

の行政改革、具体的な取り組みと成果をお聞かせください。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡崎 浩君）行政改革ということでございますので、行政改革を所管する

私のほうから御答弁をさせていただきます。 

 まず、行政改革の取り組みということでございますが、組織機構の面では子ども未

来課、開発交流推進課の新設等を行い、各課の連携と各課横断的な取り組みを強化し

てきたと思っておるところでございます。また、公共施設の運営改善では、保育所の

民営化をスタートさせております。 

 財政基盤の強化では、減債基金等により起債の任意繰り上げを積極的に行いまして、

初日の提案理由の中にもございましたとおり、標準財政規模に対する基金残高の水準

は全国でもトップクラスという形で成果があらわれておるところでございます。 

 また、行政の見える化という部分で申しますと、看板等やピクトグラムの活用や、

各課カウンターに顔写真入りの案内板を行いまして、職員の意識高揚を図ってまいっ

たところでございます。 

 また職員の資質向上という面で申し上げますと、従来の市町村職員研修所等の研修
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に加えまして、平成２７年度から希望型の研修制度というものを取り入れております。

それによりまして職員みずから視察先や視察内容を考える研修を取り入れまして、特

に昨年度、そういった部分の研修を経て、ふるさと納税につきましてはそういう先進

地をしっかり学んだことによる結果が今出ておるものと理解をしております。 

○議長（安元慶彦君）宮崎議員。 

○６番（宮崎昌宗君）町長にまずお尋ねしたいんですが、まず最初に行政改革に最も力

を入れたいとして取り組んだ理由として、何かこれまでトップにつくまでに、行政に

対してここをもっとこうしたらいいんじゃないかとか、何らかの不満というか、何か

のもやもやがあったから、行政改革というものを一番に取り上げようと思ったと思い

ますが、そのときの思いというのは何かございますか。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）私も民間出身でございまして、やはり民間に比べれば、行政の窓

口の対忚というものはちょっと不親切なのかなという部分もありましたし、やはり民

間に比べてスピード感というものがなかったということも含めて、中に入って改革す

べきところがあるんだろうと思っておりましたので、中に入って感じることは、思っ

た以上に職員は大変なんだなということで、尐しその辺は見てやらないかんなと感じ

ているところでございます。 

○議長（安元慶彦君）宮崎議員。 

○６番（宮崎昌宗君）町長が取り組まれた行政改革、私も一部ある面でかなり実感して

いるところはあります。それは大変、電話の対忚がよくなったと私は実感しておりま

す。これまでやはり仕事柄、立場柄、町に電話することが多かったんですけれども、

これまで電話をかけても５回、１０回鳴らしても、なかなかとってくれないことが多

かったです。きょう休みじゃないかと思うぐらい、いらいらしたことがございますが、

ここ最近になって、本当にワンコール、ツーコールで電話をとってくれるようになっ

たので、恐らくそういったところが町長が目指した行政改革じゃないかなと思ってい

るのは、私も一時期サラリーマンをしておりましたから、やはりツーコール以内でと

れと。３コール待たせたら、お待たせしましたと一言添えろと教育を受けてきました

が、やはりそういったところで、まず１番の接点、住民との接点、電話の対忚という

のは、やはりこういった行政改革の成果でしょうか。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 
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○総務課長（岡崎 浩君）当然、町長が御就任されてから、課長会等でそういった窓口

対忚であったり、接客サービスの部分につきましては、厳しく職員を指導してほしい

という旨の毎回、通達をいただいておりますので、そういった部分が職員に広く伝播

して今、議員がおっしゃったような部分が成果としてあらわれたものと考えておりま

す。 

○議長（安元慶彦君）宮崎議員。 

○６番（宮崎昌宗君）本当に電話だけでなくて、最近言葉遣いも大変丁寧になって、逆

にちょっと丁寧過ぎて寂しいなという思いもございますけれども、それはそれでいい

ことだと思います。 

 次に、九州一輝くまちとして、各課具体的な取り組みと成果をお尋ねいたします。

九州一輝くまちとして、各課からどのような目標等を挙げてもらって、当然実行して

いると思いますが、その辺をお答えください。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡崎 浩君）それでは、各課ごとにお答えをさせていただきます。まず、

最初に総務課としてでございますが、総務課の所管する部分、先ほど行政改革でも尐

し申し上げました部分がありますが、まず第一に私どもの総務課でございますと、各

課が掲げます施策実現のための財源確保がまず第一であると考えておる部分では、先

ほど申し上げましたとおり、基金残高でもしっかりとした将来の備えに万全を期して

いる部分がございます。 

 また防災、防犯の部分で申しますと、犯罪のないまちづくりや住みよい環境の基盤

であると考えておるところでございますが、地域のさまざまな見守り活動のおかげで、

前年に続きまして、本年１月から４月の犯罪発生件数も豊前署管内では一番尐ない自

治体であると。人口比からしてもかなり低いレベルであるという部分がいえると思い

ます。 

 それから、先ほど行政改革のところでも申し上げましたとおり、職員の意識改革の

ための研修等が実ってきている部分が、総務課の部分の九州一輝くまちのための取り

組んだ実績であると思っております。 

○議長（安元慶彦君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（永野英憲君）それでは、私のほうから開発交流推進課としての具

体的な取り組みと成果ということでお答えをさせていただきます。 
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 まず取り組みといたしましては、上毛ＳＩＣの開通に伴いまして、大池公園のゾー

ンを新たな町の顔と位置づけ、地域雇用の創出や定住人口増加のための起爆剤とすべ

く、ふるさと手づくり村ゾーンや大池公園のスポーツゾーンなど、町内の関連施設と

のネットワーク化を視野に入れながら、国内外からの誘客促進と観光振興はもとより、

地域の活性化と新たな観光拠点づくりを目的として、平成２６年度より大池公園の開

発に取り組みをさせていただいております。 

 成果といたしましては現在、開発中ということでございますので、具体的な成果と

いうものはございませんが、平成２８年度より旧大平時代から維持管理が停滞をして

おりました園路の再整備ということで行わせていただいております。一部ではありま

すが、公園としての機能がよみがえったということで、来園者の増加が現在見られて

おるところでございます。 

 このように、大池公園の開発により交流人口の増加とより多くの方々に上毛町を知

っていただき、引いては定住人口の増加等につながるものと考えており、九州一輝く

まち並びに上毛町人口ビジョンに定めます、２０４０年将来人口１万人達成のための

一つの手法として現在、大池公園の開発につきましては位置づけをさせていただいて

おるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安元慶彦君）企画情報課長。 

○企画情報課長（福田正晴君）企画情報課関連について答弁させていただきます。九州

一輝くまちになるには、まちづくりの全体的な構想、戦略を策定し、基本的な計画、

目標を立てて具体的な施策を展開しなくてはなりません。 

 平成２７年度には長期的、継続的な人口減尐に歯どめをかけ、将来に向けた計画的

なまちづくりを展望するための方向性を示す上毛町人口ビジョンと、その人口減尐を

克服するための具体的施策を明記した、上毛町まち・ひと・しごと創生総合戦略を作

成しました。平成２８年度には第２次上毛町総合計画を作成し、今後１０年間の総合

的なまちづくりの指針となる計画を作成しております。今年度、平成２９年度には総

合計画と関連があるコミュニティー計画の見直しを行い、地域コミュニティーの活性

化を図る計画を進めておるところでございます。 

 また、観光資源の創出のために、大池公園、竹灯籠、イルミネーション事業や、食

の観光として、全国レベルの味を堪能できるピッツェリア、フィエロの開店などを行
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いました。 

 また里山資源と修験文化を生かした情報発信と、交流人口の増加を目的とした、福

岡県で３例目になるトレイル・ランニング事業などを展開いたしまして、全国から多

くの人が上毛町に訪れるきっかけづくりなどを行っております。 

 さらに商工業の発展及び町、経済の活性化を図るため、町内の新規開業を支援する、

上毛町商業促進支援事業を実施しているところでございまして、さらに若い世代への

支援のための結婚支援事業なども展開をしておるところでございます。また消費者政

策の推進と環境の保全のため、消費者生活相談窓口などを新設してきました。 

 このようにさまざまな施策を総合的に実施することで、九州一輝くまちに近づくも

のと考えております。以上でございます。 

○議長（安元慶彦君）税務課長。 

○税務課長（尾崎幸光君）それでは、税務課が所管する部分について御説明をさせてい

ただきます。先ほど総務課長の御答弁の中でもございましたが、税務課所管部分につ

きましては、ふるさと納税の拡充ではないかと考えております。 

 成果といたしましては、平成２８年度実績で寄附件数６,６０６件、寄附額８,８０

８万円がございました。対前年比約１６２倍となっております。また、平成２９年度

４月から税務課にふるさと活性係を新設しておりまして、さらなるふるさと納税の増

額を図ってまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（安元慶彦君）住民課長。 

○住民課長（垂水勇治君）住民課では平成２１年３月に環境の町を宣言し、豊かな水と

緑の環境共生の町を築くための施策の一つといたしまして、太陽光発電システム設置

の普及に、平成２１年度より取り組んでおります。 

 平成２８年度末では３２３世帯が設置し、これは町内世帯の約１２％に当たります。

今年度より住宅用蓄電池システム装置に対しても、対象事業として事業拡充して地球

環境にやさしいまちづくりに取り組んでおります。 

 また大量生産、大量消費型社会に伴い、ごみの排出量も増大していく中、生ごみを

堆肥化して再利用していただくため、段ボールを活用したコンポスト講座を今年度３

回開催いたします。このような講座や広報活動を通して、ごみの減量化やごみを出さ

ない意識づくり、環境に配慮した循環型社会づくりの意識高揚に務めてまいります。 
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 また、増加傾向にあります空き家の適正管理を推進するため、今年度、地図情報を

活用したデータベースを作成するよう計画しております。老朽化した危険な家屋に対

しましては、除去費用の一部を助成する制度を、今年度より創設いたしまして、地域

の良好な景観が保持されるよう取り組んでおります。空き家対策につきましては、企

画情報課が推進する空き家バンク事業とも関係がありますので、連携して引き続いて

取り組んでいきたいと考えております。 

 そのほか、九州一人にやさしいまちづくりを目指すため、平成２６年３月に上毛町

男女共同参画基本計画、２７年３月に上毛町人権教育啓発基本指針を策定し、意識高

揚を図るための啓発活動に関係各課と連携を図りながら取り組んでおります。 

 以上でございます。 

○議長（安元慶彦君）会計管理者。 

○会計管理者（古原典幸）それでは、私のほうから御答弁をさせていただきます。会計

室といたしましては、財政の健全化における取り組みとして、基金及び町債の適切な

活用を行うため、平成２７年度より基金の一括運用を有価証券、いわゆる国債、地方

債、政府保証債で行い、運用益の増額に努めております。 

 具体的には、平成２７年度においては一部、有価証券にすることによりまして、通

常の定期管理よりもプラス２３０万円の増益、さらには２８年度においては有価証券

の増額及び売買によりまして、通常より１,８１０万円の増額を見ております。 

 以上でございます。 

○議長（安元慶彦君）長寿福祉課長。 

○長寿福祉課長（佐矢野 靖君）それでは、私から長寿福祉課分の説明をさせていただ

きます。長寿福祉課では、九州一人にやさしいまちづくりということで、さまざまな

福祉事業を展開しております。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けること

ができるようにということを重要課題として取り組んでおりまして、そのためには健

康寿命の延伸を図るということを大きな目標に掲げているところです。 

 その主な事業としましては、まず介護予防に関しましては介護予防型サロン普及事

業でありますとか、生きがいデイサービス事業とか、高齢者の閉じこもり予防、それ

と居場所づくり、仲間づくり等々のために実施しております。 

 そして認知症対策につきましては、まず啓発事業として認知症サポーター養成講座

を開催しておりますが、昨年度は小中学生合わせまして５４５名を養成しております。
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そのため、この２月に全国キャラバンメイト連絡協議会から、優良自治体として表彰

されております。 

 そのほか認知症高齢者本人や家族のケア対策としての物忘れ相談会、そして認知症、

軽度認知障害の判定といいますか、本人の状況がわかりますような物忘れプログラム

などを活用したり、認知症初期集中支援チームを発足したりして、早期発見、早期受

診につなげておるところでございます。 

 あと、一番困っているのが買い物ということですので、これは昨年度からグリーン

コープ生協に委託して、町内５カ所で週１回、移動販売を実施しております。今年度

からは週２回、今７カ所ですが、あと１カ所ぐらいふやして８カ所ぐらいで実施した

いと考えております。 

 そのほか本年度からは、さらに脳の健康教室モデル事業、上毛いきいき塾というよ

うな、いろいろな事業を展開しております。これも今始まったばかりですし、成果が

あらわれるというのは、まだ先の話だと考えておるところです。 

 以上です。 

○議長（安元慶彦君）子ども未来課長。 

○子ども未来課長（垂水英治君）子ども未来課所管について御答弁いたします。まず子

育て支援施策からですが、子育て支援法の施行に備えまして、民間保育所に向けた独

自施策として障害児保育助成制度の新設や、延長保育無料体制を整え、公立保育所に

おいては、保育事業に対忚した増改築に着手し、２８年度より定員１５名増を図って

おります。 

 また人材の発掘、育成を目標に掲げました、子育て忚援プロジェクト事業も今年度

で３年目を迎え、内外に向けた上毛町のアピールにもつなげております。と同時に、

支援センターや学童の補助員などの雇用につながる成果もあったと考えております。

学童保育においては高学年への拡充のため、町内に２カ所のクラブを増設し、今年度

より開設いたしております。同時に、従前の利用料の見直し、減額を行っております。 

 次に健康増進施策では特定健診における２次検診と、健診結果に対する２段構えの

保健指導も開始し、婦人がん検診も従前の隔年実施から毎年実施といたし、今年度は

特に胃がんリスク検診や乳がんエコー検診を加え、がんの早期発見に大きく努めてお

ります。 

 母子保健事業におきましては、年々増加傾向にある発達が気になるお子さんの健全
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な発育を促すべく、発たち相談事業を専門職の配置とともに年々強化し、専門的な訓

練、支援につながる取り組みを行っております。 

 こうした子育て施策、健康増進施策により、九州一輝くまちにつなげるべく、着実

に展開を進めていると認識しております。 

 以上でございます。 

○議長（安元慶彦君）産業振興課長。 

○産業振興課長（円入忠義君）それでは、産業振興課の所管部分を御答弁させていただ

きます。農業を通して頑張る人を忚援し人づくりを推進しながら、九州一頑張る農業

者の育成といたしまして、まずは新規就農者としまして、平成２６年から６名ありま

した。認定農業者数としましては４６名から５６名と、１０名の増加がございました。

農業法人数も７から９へと２社の増加がありまして、平成２９年３月末時点では、担

い手への農地の集積率としましては６３％ございます。 

 認定農業者集落営農組織については、高収益型産地育成補助金によりまして毎年度、

高性能省力機械の導入を行って作業効率の向上をすることにより、あわせて上毛町農

産物のブランド化の推進ということができております。 

 そのほか多面的支払交付金や中山間直接支払交付金の取り組みによりまして、それ

ぞれ３０地区７１１.７ヘクタール、８地区５２.４ヘクタールの農地及び農道水路の

機能維持や、農村環境の保全というのはもとより、集落機能の活性化にも効果を発生

しているということで思っております。そのほか国土調査につきましては、平成２６

年から１.４８平方キロメートルの一筆地調査が終了し、各年度の２年後には地積図と

して法務局に認定される予定となってございます。 

 北九州市でのアンテナショップの開設事業ということで、平成２５年度からスター

トし、５年目を迎えております。上毛町農産物のＰＲにつながっているところでござ

いますし、これを受けて本年度は上毛町産プロモーション事業といたしまして、首都

圏に向けて上毛町産の安全安心な農産物や加工品等を積極的にＰＲし、新たなマーケ

ット開拓や上毛町の認知度の向上につなげていく予定でございます。 

 振興作物といたしまして、ブロッコリー、スイートコーン、レモンなどを拡充いた

しまして産地育成を図っており、ふるさと納税の返礼品につなげていければと考えて

おります。 

 以上でございます。 
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○議長（安元慶彦君）建設課長。 

○建設課長（福本豊彦君）それでは、建設課所管分につきまして御答弁をさせていただ

きます。建設課につきましては、議員が平成２６年に同様の質問をした中で御答弁を

させていただいておりますが、その中で東九州自動車道の建設によりまして、上毛Ｐ

Ａ、ＳＩＣの整備と、それに伴う町の活性化に取り組んでいくとともに、生活環境整

備といたしまして水道拡張及び浄化槽設置推進に取り組んでいくということで御答弁

をさせていただいております。 

 その成果といたしましては、平成２７年３月に上毛ＰＡ、ＳＩＣの供用が開始され

まして、翌４月に東九州自動車道が北九州から宮崎まで全線開通したところでござい

ます。通行量におきましては当初の予想を上回る利用状況となっておりまして、上毛

ＳＩＣの利用状況につきましても、平成４２年の目標を上回る勢いで現在、推移をし

ているところでございます。 

 この利便性を活用いたしまして、町の活性化や定住につながるために現在、町とし

てさまざまな施策を進めているところでございます。 

 また、水道拡張につきましては、町の水道計画に基づきまして、第２期拡張工事が

平成２７年度に完了いたしまして、順次、今後は第３期拡張に向けた取り組みについ

て、住民の皆様の声をお伺いしながら、スピード感を持った取り組みを進めてまいり

たいと考えております。 

 また、浄化槽の設置推進につきましては、本町は近隣市町にない補助金を上乗せい

たしまして普及に努めておりまして、今後も引き続き推進をしてまいりたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（安元慶彦君）教務課長。 

○教務課長（村上英之君）それでは、教務課所管分につきまして、御答弁させていただ

きます。教務課では、平成２６年度に中学生を対象に、青尐年が大志を抱き夢に向か

って力強く羽ばたく意思と実行力を育むため、大志塾を開始しております。 

 平成２７年度には、青尐年海外体験学習事業の渡航先をタイのバンコクに変更し、

バンコク友好の翼事業として、タイの名門校でありますチュラローンコーン大学附属

小学校との交流をしに事業展開することになりました。 

 また、チュラローンコーン大学附属小学校の児童が訪日し、上毛町の小学校を訪問
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する訪日交流事業も開始され、相互交流が図られることになりました。このことで本

年度、渡航の際には姉妹校協定の提携を結ぶ運びとなっております。 

 平成２８年度ですけれども、先ほど御答弁させていただきましたが、西吉富小学校、

唐原小学校の２校が京築教育事務所管内で初となる、コミュニティースクールに指定

をしております。２９年度につきましては单吉、友枝小学校を指定し、平成３０年度

には上毛中学校の指定を予定しております。 

 以上です。 

○議長（安元慶彦君）宮崎議員。 

○６番（宮崎昌宗君）各課にわたり、九州一輝くまちへの取り組みの説明ありがとうご

ざいます。 

 そういった中で、先ほど産業課の中でプロモーション事業ということで、都市圏に

出向いてさまざまなプロモーションを行っていくという答弁もありました。それ以外

にも以前から、例えば町村何とかフェアとかで、いろいろ各地に出向き、町をＰＲす

る機会が多いかと思いますが、町長にお伺いしたいんですけれども、そういったプロ

モーション事業とか何とかフェアとかで町が出ていくことがありますが、そのときに

限られたスペースで限られた時間の中、上毛町をプレゼンテーションというかＰＲす

るのは、どのようなことをＰＲされますか。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）その件につきましては、しっかり担当課の中で練ってまいりたい

と思っておりますけれども、例えば別府市がやっているプロモーションビデオ、遊園

地なども非常に人気が殺到しているわけですし、それを見てまだ何もやっていないの

にお客さんが殺到しているというようなこともありますので、そういうことも参考に

しながら、しっかりＰＲしてまいりたいと考えております。 

○議長（安元慶彦君）宮崎議員。 

○６番（宮崎昌宗君）先ほどのお話のように、さまざまな取り組みをされてきたわけで

ございますが、その中で取り組みが足りなかったんじゃないか、もう尐しこれに取り

組むべきだったんじゃないかなと思うようなところがございましたら、答弁お願いし

ます。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）いろいろなことをやっていまして、本当に職員はよくやってくれ
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ていると感じておるところでございます。ただし、これは私自身のことですけれども、

やはり基本中の基本は、声なき声に耳を傾けて町民のより多くの声を吸い上げなけれ

ばいけないという意味においては、もう尐し町全域に出ていって、いろいろな声を聞

いてまいりたいと、それに尽きるだろうと思います。 

○議長（安元慶彦君）宮崎議員。 

○６番（宮崎昌宗君）あと任期まで４カ月ありますし、当然、現職の町長として、その

期間全力でされると思いますが、その辺の足りなかったことを挽回しよう、挽回と言

うとあれですけれど、取り組もうというような予定はございますか。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）やり残したことはという問いでしょうか。 

○議長（安元慶彦君）宮崎議員。 

○６番（宮崎昌宗君）先ほど、やり残したことが、町民のそういった声を聞くというの

であるならばそれで結構ですけれども、例えば企画的なことも含めて心残りとかやり

残したことがあればお願いします。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）先ほど各課ごとに提案しております、九州一輝くまちの施策をさ

らにステージアップして、充実させてまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（安元慶彦君）宮崎議員。 

○６番（宮崎昌宗君）この４年間の中で私が思うことですけれども、やはり尐し情報発

信という部分が足りなかったんじゃないかなと思っています。例えばトレイル・ラン

ニング等は情報発信という中でされていると思いますが、参加者というのはやはり限

られた参加者だと思いますし、やはり広く一般住民に向けた情報発信ということで、

ほかの議員の皆さんもやはりソーシャルメディアとかインターネットを使って発信し

ていくべきではないかということを、ずっと前からおっしゃっておりますが、なかな

かその辺がまだ不十分かなと思っております。 

 就任１年目のときに、やはりそういう情報発信をお尋ねしたところ、町長は、情報

発信は大切なことですが内容がすばらしいものでなければ意味がないと答弁をいただ

いておりますが、先ほどのやはり取り組み、九州一輝く取り組みを見れば、私は十分

な内容があったのではないかなと思っております。 

 そういった中で、町長は座右の銘かもしれませんが、治を成すは多言にあらずとい
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うことをおっしゃっておりますが、それは紀元前の中国ならばそれでいいかもしれま

せん。うるさいやつは消してしまえば何とか治めることができたかもしれませんが、

こういった民主主義の時代となっていますので、やはり多くの情報を発信していただ

きたいなという思いでございます。 

 そういった中で、情報発信が尐し足りなかったんじゃないかなという思いはござい

ますか。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡崎 浩君）ありがとうございます。まず、政策的なものは各課長がお答

えしたように、非常に近隣また県内、全国的にもかなりすばらしい例等もつくってい

ってはおりますけれども、おっしゃるとおり、なかなか当町、奥ゆかしいのかもしれ

ませんが、情報発信の部分で弱かった部分は十分認識いたしておりますので、今後、

やはり第２次総合計画に基づいて、そういった部分をアピールして、十分強めてまい

りたいと思います。 

 そういった部分で申しますと今、福岡県人会の東京と、それから関西の総会がござ

いまして、そういった際に、新たなスタイルの名刺なり、それからチラシなり、オリ

ジナル封筒なりを持って、町長、副町長みずからそれぞれの会場で、コマーシャルを

やっていただいて、早速ふるさと納税が返ってきたというケースもございますので、

おっしゃるように、もうちょっと情報発信については心がけてやっていきたいと思っ

ております。 

○議長（安元慶彦君）宮崎議員。 

○６番（宮崎昌宗君）質問が前後して申しわけございません。６月２日に記者会見を行

い、再選出馬を表明しておりますが、新聞の報道ではやり残したことはたくさんある

と。持続可能なまちづくりを進めたいと語ったと報じております。 

 そういった中で、やり残したことと持続可能なまちづくりとはどういうことか。恐

らく何らかの持続を危惧しているものがあるので、持続可能なまちづくりと答えてい

ると思いますが、その辺のことをお聞かせください。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）やり残したことにつきましては、九州一輝くまちを目標としてお

りまして、人口１万人ビジョンというのも、第２次総合計画にうたっております。そ

れを達成するために交流人口あるいは雇用をふやして、移住定住につなげてまいりた
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いと考えております。 

 また、持続を危惧しているものでございますけれども、これは全国的な問題かもし

れませんが、尐子高齢化による人口減尐、あるいは子育て支援から高齢者福祉を支え

る世代の負担というのは、非常に厳しいものがあると思っておりますし、それらを好

転させて元気にするということが、持続可能なまちづくりにつながると考えておりま

す。 

○議長（安元慶彦君）宮崎議員。 

○６番（宮崎昌宗君）そういった中で、６月２日の記者会見ではそういうお答えであり

ます。また３月の議会の峯議員の一般質問の中の答弁で、改革は志半ばであり、目標

への情熱があるうちは夢の実現に向かって頑張りたいというようなことを答弁してお

りましたが、そういった中で、どのような夢を実現したいのか。そして、情熱を注ぐ

目標というのはどういったものか、お答えください。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）夢につきましては、人それぞれ違うものであると思っております

ので、全ての町民がというスタンスにもなろうかと思いますけれども、特に次代を担

う子供たちが夢を持てる環境整備を行っていかなければならないと思っております。 

 百聞は一見にしかずと言いますが、本物を見せることが第一だろうと思っておりま

すので、子供の前に今、大人である我々が職員一同、本物を見ているところでござい

ます。 

○議長（安元慶彦君）宮崎議員。 

○６番（宮崎昌宗君）就任１年目の一般質問のときに、町民の皆様に喜んでいただくこ

とが私の喜びであり、苦労や努力の先にある真の喜びに挑んでいるというような答弁

でございました。そういった中で、この４年間で町民の皆様に喜んでいただけたとい

うような手忚えというのはございますでしょうか。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）小さな幸せみたいなことはよく聞くんでございますけれども、本

当に大きな部分につきましては、今から、先ほど申しましたやり残したことではあり

ませんけれども、地域を歩いて、それぞれの、本当に住民の皆さんの希望に忚えられ

るように、そういったことをまず把握して実現してまいりたいと思っております。 

○議長（安元慶彦君）宮崎議員。 
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○６番（宮崎昌宗君）これから４カ月、町長としての公務、そして政治家としての使命

など多忙を極めるかと思いますが、くれぐれも御自愛をここでお祈り申し上げ、私の

一般質問を終わります。 

 以上です。 

○議長（安元慶彦君）宮崎議員の質問が終わりました。 

 ３番、三田議員、登壇ください。 

 三田議員。 

○８番（三田敏和君）皆さん、こんにちは。３番バッターは８番議員の三田敏和です。

一般質問をさせていただきます。 

 きょうイギリスの総選挙が朝、締め切られまして、ＥＵ離脱を提唱しているメイ首

相が率いる保守党が過半数を維持できないというような予想がありましたし、ことし

アメリカトランプ大統領、そしてフランスはマクロン氏という若い大統領が就任して

おります。そういう中で、日本でも安倍政権が長期政権と言われながらも昨今、森友

学園や加計学園問題で、もろ刃の剣の様相も呈しているところであります。 

 そういった中で、上毛町は合併１２年を迎えました。先ほど坪根町長が２期目の挑

戦をこの議場で熱く語られておりました。あと４カ月の状況でありますが、しっかり

後始末をやっていただいて、２期目も継続してやっていただきますように御期待を申

し上げておきます。 

 行政も経営でございます。しっかりとした軸足でスピード感を持って、まずは残り

の行政運営をしっかりやっていただきたいということを願いながら、一般質問を行い

ます。今定例会での一般質問は、三つのことを質問いたします。 

 一つ目は、ふるさと納税でございます。好調に推移し、先ほど１億円を既に超えた

とお聞きしております。先月末で出納閉鎖が行われ、平成２８年度の実績も出ている

と思います。実績評価と課題などをお聞きいたします。 

 二つ目は、北朝鮮の脅威であります。ことしに入ってから失敗も入れて１０回にわ

たりミサイルを発射しております。到達距離からすれば、日本国土に着弾しそう。ど

うやって我々は身を守ればいいのでしょうか。日常生活の中でどうすればいいのかと

考えております。衝撃だったのは、２０１６年２月７日ミサイルの発射、北朝鮮は弾

道ミサイルを発射して、その１発が沖縄单方を飛行して、沖縄上空を通過したという

ことが報じられております。そういう中で我々上毛として、この地域にもし着弾した
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らどのようなことをしたらいいのか、その辺について町の考えをお聞きしたいと思い

ます。 

 三つ目は、安心安全な町を目指す。一つとして暗がりのない明るい地域をつくるこ

とは、非常に大事なことであります。地域自治会からの要望を踏まえ、町は積極的に

街灯、防犯灯の設置をしていただいております。そういう状況下で、以前から夜、自

宅まで帰る道のりを走る中、時折蛍光灯が点滅をしたり消えたりしている状況を見ま

す。そのときには、地域の方にお知らせをしますが、暗い状態が続くわけです。 

 最近、設置に関しては、長寿命化として明るいＬＥＤに変更しているようでござい

ますが、ぜひ全てＬＥＤ化してはどうでしょうか。私の田舎に来てみてください。確

かに星空はきれいです。星と最近、飛んでいる蛍だけでは光は足りません。ぜひ明る

い地域にすべきではないでしょうか。逆に、また明る過ぎるという苦情もあるかもし

れませんが、明るくするのがある意味、大変重要なことだと思います。 

 そういう３点のことについてお聞きをいたします。詳細は自席で行いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）それでは、まず先ほど税務課長もふるさと納税のことを尐し答弁

なさっておりましたが、まず２８年度のふるさと納税の評価をしていただきたいと思

います。どのように感じておりますか。 

○議長（安元慶彦君）税務課長。 

○税務課長（尾崎幸光君）それでは、ふるさと納税につきまして御答弁させていただき

ます。質問要旨に沿った形での御答弁でよろしいでしょうか。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）まず実感として、評価だけお願いいたします。 

○議長（安元慶彦君）税務課長。 

○税務課長（尾崎幸光君）評価ということでございますが、税務課といたしましては、

まずこんなに寄附金が集まるという思いは持っておりませんでしたが、先ほども宮崎

議員の御質問の中でもお答えしましたが６,６０６件の方、それから寄附額が８,８０

８万円の寄附があったということは、大変評価が高かったと思っております。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）それでは先ほど宮崎議員のところでも答弁していただきましたが、
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寄附額の総額、全体で何件あったか。最高額、そして最もいい額は幾らか。それの占

める割合はどのくらいなのか。返礼品の無用者はどのくらいいるのか。そして返礼品

で最も多い商品はどういうものか、占める割合は。そして、返礼品で同町での加工金

額がどのくらいあるのか。それから、その他町より受け入れる商品の金額はどのくら

いあるのか、その割合はどのくらいなのか。まず実績をお答えください。 

○議長（安元慶彦君）税務課長。 

○税務課長（尾崎幸光君）先ほども申し上げましたが、寄附件数については６,６０６件、

それから寄附額については８,８０８万円。最高額につきましては１２０万円でござい

ます。返礼品の無用者でございますが、４名の方で寄附額については８万円となって

おります。 

 それと、地元産の部分でございますが、地元産の部分につきましてはお米、それか

ら柿等の部分になっておりまして、ちょっとパーセンテージについては上位の部分し

か私、今ちょっと計算はしておりませんが、肉類については全て町外産ということで、

寄附金額の７２％になっております。それから２番目の部分といたしまして焼酎類が

９.４％。これにつきましても町外産ということになろうかと思っております。それ以

外の部分については、町内産の部分があるんではないかなと思っております。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）返礼品を出すということで、このふるさと納税の仕組みについて

は、もう全国的にやられているので、そのことをどうと言うわけではございませんが、

ある意味、やはり目ざとい商品に納税者がそれに連なって寄附をしていただいておる

という状況が、垣間見られるのではないかなと思います。 

 それはそれで大事なことであるし、町を知っていただくためにも、何か大きなもの

を見せて町の中に入っていただくことも大事なことでありますので、そのことについ

ては私も問うものではありませんが、実績として約２０％を切るようなものが地元加

工品であるという認識でよろしいんですね。 

○議長（安元慶彦君）税務課長。 

○税務課長（尾崎幸光君）先ほど言いましたお肉、それから焼酎類につきましては、町

内の取り扱い商品ということで、協力事業者のほうが町内で販売しているものでござ

います。先ほど議員さんが申されたパーセンテージにつきましても、三つの事業者が

町内で販売している品物ということで、純粋に町内でとれたものを町内から発送して
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いるのは、その数字になろうかと思っております。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）そのことを卑下する必要もなく、ぜひそういうもので町に税収を

上げるということは、私はそれで、今の制度がそういう制度になっておりますので、

そのことについては十分理解した上で、現状としてこういうものだということをお聞

かせいただきたくて、答弁をお願いいたしました。 

 そういう中で、昨年９月からでしたか、こういう制度を用いて１日に何十件、何百

万というお金が税収として入ったと考えております。実際には、ふるさと納税は過去

の分から行くと、税務課長、過去の分の実績というのは今、持っていますか。 

○議長（安元慶彦君）税務課長。 

○税務課長（尾崎幸光君）昨年部分について御説明させていただきますと、５７万４,

０００円が去年の寄附額ということになっております。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）そういうことで非常に制度を最も有効に活用していただいて、税

収が１,０００万を超えるという額になったということは非常に、当町にとっても喜ば

しいことではないかなと思っております。 

 その寄附額ですが、既に先月まで入れて１億を超えたということになるわけだと思

いますので、そこまででいいと思いますが、寄附額にまつわる寄附者が、こういう使

途で使ってほしいといったことで寄附をしていただいていると思いますので、確か四

つの項目だったと思いますが、その金額を答弁ください。 

○議長（安元慶彦君）税務課長。 

○税務課長（尾崎幸光君）資料としては２８年度実績の部分でしか資料をちょっと手元

に持っておりませんので、それで申し上げますと、１番の活力あるまちづくり事業に

つきましては１,５８６万６,６６７円、それから２番の魅力ある人づくり事業につき

ましては３５７万６,６６７円、輝くものづくり事業につきましては６１２万６,６６

６円と。町長一任の部分が６,２５１万円となっております。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）これを見ると大部分が町長に、恐らく九州一輝くまちを実現する

ために使ってほしいと言っていることが伺えるのではないかなと思っておりますが、

ぜひそれに向けて実現を、今後の中でやってほしいなと思いますが、そういう中で、
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いろいろ取り沙汰されている返礼品の、今、寄附額に対する割合はどのくらいになっ

ていますか。 

○議長（安元慶彦君）税務課長。 

○税務課長（尾崎幸光君）返礼品の寄附額の割合につきましては、前回の議会の中でも

答弁させていただいたんですが、返礼品の金額については御容赦をいただきたいと思

っております。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）そのことについては結構でございますので、次の質問をさせてい

ただきます。そのふるさと納税にかかわることによって、入りに対する出というか、

歳出として、どのような項目にどういう形で歳出をされているか、項目ごとにお聞か

せをいただきたいと思います。 

○議長（安元慶彦君）税務課長。 

○税務課長（尾崎幸光君）歳出につきましては、決算で５,５１４万９,８９８円の歳出

をしております。その内訳といたしまして、委託料で５,４５８万７,０００円ほど、

それから郵送料について４１万１,０００円ほど、それから印刷製本費ということで１

５万２,０００円歳出をさせていただいています。委託料の内訳といたしましては、さ

とふるへの委託料、それから返礼品、配送料の合計額となっております。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）ということは、総額５,５００万使って８,８００万が寄附として

入ってきたということでいいんですね。 

 それで、そういう中で上毛町に住民票を置かれている方が他市町村へ寄附している

額、件数はわかりますか。 

○議長（安元慶彦君）税務課長。 

○税務課長（尾崎幸光君）他町村への寄附につきましては、平成２８年分しかわかりま

せん。確定申告をしていただいた数字ということで御答弁させていただきますが、８

３名の方で３９９万円が、他市町村へのふるさと納税制度を使った寄附金ということ

でございます。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）そういう中で、他町に寄附するということで、どういう魅力があ

るところに寄附しているのかなと。うちに寄附するところに、もしそういうのが足り
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なければプラスすればいいことだと、また思ったりするのですが、その他町に寄附し

ているところの魅力なんていうのは、わかることがあるんでしょうか。 

○議長（安元慶彦君）税務課長。 

○税務課長（尾崎幸光君）そこまでの分析はちょっとしておりません。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）できるかどうかわかりませんが、今後の中で我々上毛町として足

りないところについて、ぜひまたその辺について再考いただければと思っております。 

 そういう中で、先ほど言った額から３９９万を引いたというのが実質、入りと出と、

平準化するとそうなるんだと思いますが、それでよろしいんでしょうか。 

○議長（安元慶彦君）税務課長。 

○税務課長（尾崎幸光君）町民税の控除額につきましては、先ほど寄附額を言いました

が、町民税の控除額としては１５３万４,０００円ほどになっております。それと、先

ほどの御質問の中にありました、他町村のほうに寄附をされているという部分につき

ましては、他市町村という部分でありまして、なかなかその部分を調べるというのは

難しいということと、町内の方が上毛町に寄附しても、返礼品のほうはお渡しをして

いないという状況でございます。 

○議長（安元慶彦君）三田議員、まだふるさと納税は質問が残っていますか。 

○８番（三田敏和君）あと尐しありますが、どうしますか。いいですよ、もう終わって

いいです。 

○議長（安元慶彦君）切りをちょっとつけたいと思いましたけれども、質問続行中です

が、ここで１２時になりましたから暫時休憩をいたします。午後は午後１時から再開

をいたしますので、御参集ください。 

 休憩します。 

                           休憩 午後 ０時００分 

                           再開 午後 １時００分 

○議長（安元慶彦君）休憩を解き、休憩前に引き続いて会議を再開します。 

 三田議員、質問を続けてください。 

○８番（三田敏和君）それでは、ふるさと納税につきまして、平成２９年４月１日の大

臣通達が出ておりますが、それについて４月１日でございますので、対忚できた部分

があるのかないのか。それについてお答えいただきたいと思います。 
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○議長（安元慶彦君）税務課長。 

○税務課長（尾崎幸光君）町といたしましては金銭類似性の高いもの、それから資産性

の高いもの、金額が高額なもの等については返礼品にはございません。が、返礼品の

調達価格の割合の高いものについては、３割を超えているものがございますが、ふる

さと納税業務の拡充を、昨年９月より取り組みを始めたばかりであり、現在、他市町

村の動向を調査中であり、その調査内容をもとに町内において返礼品の割合を検討し

てまいりたいと考えております。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）ぜひ他町と比べながら、動向を見ながら、そこはやっていただけ

ると思うし、できるだけ上毛町に目を向けていただいて、多くの方に寄附できるよう

に、いろいろな形で施策に取り組んでいただきたいなと思います。 

 そういう中で、寄附をいただいて、昨年度２８年度のものについては基金に積むと

いうようなことで、今議会で補正がかかっているように思いますが、なかなかその使

途が見えづらいなという気がするんですね。大きくは４項目に分かれておりますが、

漠然とした項目の中で、このお金、基金はいつまで使うのか。もらっただけで、何に

使うと言いながら、ずっと基金に積むということは、非常に寄附者に対しては冒瀆で

はないかなと思います。その辺について、町としてどのようにお考えでしょうか。 

○議長（安元慶彦君）税務課長。 

○税務課長（尾崎幸光君）議員言われるとおり、６月の補正のほうにも基金の積み立て

をお願いしておるところでございます。現在、寄附金につきましては、基金に積み立

てており、具体的な使途については検討中でございます。 

 来年度に向けて、その使途について検討をしてまいりたいと思っておるところでご

ざいます。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）そういう中で、来年度ということは当初予算に入ってくるのかも

わかりませんが、ぜひ寄附者の方々には、こうやって皆様の寄附をこのように上毛町

として役立てましたと。大変貴重な財源をまた継続的に、永続的に出していただける

ような形の上毛町からの発信が必要ではないかなと思うんですね。 

 そういうことについて、何か今後の中で、町として考えられることがありましたら

お願いいたします。 
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○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）昨年９月にスタートしたものでございますので、まだ１年たって

いませんし、そういう中で今後の動向を見守りながら、私、町長一任というのが一番

多いということでございますので、私の思いの中では子育て支援といったところに充

てたいと思っておるところでございます。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）町長一任が一番多い中で、私は大平楽の温泉券とか入浴券、食事

券とかいうのもあるようでございましたが、私はある意味、大池公園の周辺の開発に、

ぜひ明記してでも、そこに寄附していただくのも一つの手かなと思うんですね。 

 そして、でき上がった際にはそこに来ていただいて、さらにまた多くのお金を落と

していただくという方式も、やはりその地域を愛するということの考えの中から考え

られることではないかと思うんですが、そういうお考えも含めて、もし何か答弁があ

りましたら、よろしくお願いします。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）今、議員さんおっしゃられた、大池公園の開発に充てるというこ

とも十分に視野に入れながら今後しっかり、またこれは財源がないとどうにもなりま

せんので、ふやしていけるように、ふるさとチョイスで今から攻めてまいりたいと考

えております。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）そういう中で、例の申込書の中に、上毛町に対する意見が書ける

とかいう欄がございましたね。そういうところに、上毛町に対する特筆的なところ、

こういうふうになってほしいとか、こういう要望というのがございましたら、簡卖に

お聞かせください。 

○議長（安元慶彦君）税務課長。 

○税務課長（尾崎幸光君）町への意見としては、出された数自体が尐ないのですが、町

の発展に役立ててくださいというものや、よいまちづくりを頑張ってくださいといっ

た温かい激励の御意見もいただいておるところでございます。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）そういうことであれば、ぜひ上毛町の魅力をいかんなく発信して

いただいて、ぜひ何度もそういう方が続けて寄附できるように、ぜひ対忚していただ
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きたいなと思います。 

 それでは２番目の、ミサイル想定の避難訓練の件に関して御質問いたします。北朝

鮮が弾道ミサイルを、ことしに入ってからもう１０発以上、発射をしておりますが、

町としてどのような脅威を持たれているのか、まずお聞かせください。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡崎 浩君）弾道ミサイルの発射の脅威でございますが、非常に憂慮すべ

き脅威であると感じておるところでございますが、一地方自治体で解決できる課題で

はございませんので、国の対忚に大いに期待するところと考えておるところでござい

ます。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）そういう中で、国がＪアラート、そういう情報発信をしていただ

く中で、我々そういうものを受けたわけでもないし、一度、沖縄上空を飛んだときに

は、沖縄の地域ではＪアラートが作動したんではないかなと考えておりますが、もし

この地域にそういうことがある場合、どのような時間経過とともに、どういうことに

なるのか、そこがわかればお聞かせください。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡崎 浩君）当然、ミサイルが日本に落下する可能性がある場合、Ｊアラ

ートを活用いたしまして、防災行政無線で特別なサイレン音とともにメッセージを流

すほか、携帯電話等に緊急速報メールで緊急情報をお知らせすることとなっておりま

す。 

 なお、弾道ミサイルにつきましては予測が困難で、発射から極めて短時間で着弾を

するものであるため、着弾までの個別の対忚は困難であると考えておりますが、緊急

情報は京築等の狭い範囲ではなく、日本に落下する可能性がある場合、発信されると

いう、若干広めの範囲でそういった情報が流れるとなっております。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）もっと狭い範囲で僕は来ているんじゃないかなと思っているんで

すが、それは実は山口県阿武町で、国の要請に基づいて３００人が参加した避難訓練

をされたとお聞きをしております。その中で、Ｘ国から弾道ミサイルが発射され、山

口県周辺に落下する可能性があるという形で放送しているんですね。ということであ

れば、Ｊアラートというのは日本のどこに落ちるかわからない放送というのは極めて
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曖昧過ぎて、ある程度ところを絞って言うんじゃないかなと、この記事を見るとそう

思うのですが、その辺はどうなんでしょうか。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡崎 浩君）先ほど日本に落下する可能性という中で、例えば沖縄であれ

ば当然、九州のほかの県では鳴っていないように、ある程度絞り込みますが、例えば

福岡県、佐賀、山口あたりは同じレベルで捉えられる範囲ではないかなと思っており

ます。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）では、そういう意味での狭義的なスポットはあると。それでＪア

ラートというのは何分後に実際作動して、我々の目に届くのは、実際どんな時間にな

るんでしょうか。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡崎 浩君）基本的には、Ｊアラートが作動して即、防災行政無線に流れ

ると考えております。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）わかりました。即ということで私も理解しておきますが、ぜひそ

の辺については、訓練をやったところは４分後にどうのということも含めて訓練をや

っておりますので、非常に弾道ミサイルも短時間に落下するということも言われてお

りますので、その辺は恐らく速やかにできるんだと理解はいたしますが、こういう広

報について、過去から上毛町の町民に対して弾道ミサイルについて何か発信をしたと

いう実績はございますかね。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡崎 浩君）現在のところ、国の情報をもとに弾道ミサイル落下時の行動

についてというものを、町のホームページに掲載をいたしておるところでございます。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）それに基づいて、今先ほど言った山口県阿武町とか、大野城市も

６月３日でしたか、４日でしたか、訓練をいたしましたし、近隣では吉富町が１２日

に訓練をすると聞いております。そういうことを踏まえて、これは国から県に通して

おりてきているとお聞きをしますが、上毛町としてそれはどのようにお考えでしょう

か。 
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○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡崎 浩君）当然、先ほど来、来週まず月曜日に、国、県、吉富町で合同

で共同訓練という形で行われるようになっております。また、大野城は議員御指摘の

ように４日に九州地域では初めてやっておりまして、そういった訓練結果の検証等を

踏まえて、情報を県から確実に入手した後に検討してまいりたいと思っております。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）１,０００キロ飛んだら九州は丸い円の中にきちっと入ってしまい

ますので、ぜひその落下する危機は、飛ばす方向と精度が高かったらいいんですが、

非常に精度が悪いのでどこに飛んでいくかわからないと。水害とか台風とかいうよう

なことは、事前にある程度予知できる問題ですけれども、これは予知できないのであ

れば、結局今いらっしゃるところでどう自分が対忚するかということに終始されると

思うんですね。だから、そういう点を考えると、ぜひそういった自分のおるところで、

どのように対忚するかということを考えていただきたいなと思います。 

 実は武力攻撃やテロなどから身を守るためにということで、内閣官房長からこんな

リーフレットが出ておりますが御存じですか。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡崎 浩君）そのリーフレットについては、ひょっとしたら見たかもしれ

ませんけれども、今ミサイル落下時の行動についてという部分で出しております部分

は、Ｊアラートのメッセージが流れたら屋外にいる場合はできるだけ頑丈な建物や地

下に避難する。建物がない場合は、物陰に身を隠すか地面に伏せて頭部を守る。屋内

にいる場合は、窓から離れるか窓のない屋根に移動するという形の部分がございます。 

 これをホームページに載せておりますので、そういった部分で、またその啓発もさ

らに進めてまいりたいと思っております。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）もちろんホームページに載っている事実はつかんでおりますが、

これは３０ページにわたる冊子みたいな形なんですね。これを見ると、住民の皆様へ

という発信内容でございますので、ぜひまた確認されていただいて、出せるものは出

していただきたいし、吉富の事例を踏まえて、恐らくどこかに集まって何とかすると

いうのは間に合うことではないはずなので、住民がそこでどのような対忚をしたらい

いのかというのをぜひ検証していただいて、今後に生かしていただきたいと思います。 
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 ぜひ避難訓練という形で、ぜひ何らかの形でできるようにしていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 次に外灯、ＬＥＤ化のことについてお聞きをいたします。先ほど私も星明かりと蛍

だけでは地域は守れないということをちょっと冒頭、申しましたが、積極的に町とし

て外灯、防犯灯の地域からの要請に忚えて設置をしていただいていると聞いておりま

すし、実際に私の近くも設置をした事例がありますので、そのことは十分承知の上で、

今の町の防犯灯、外灯の数等々についてお聞かせください。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡崎 浩君）まず本町の外灯、防犯灯でございますが、上毛町外灯の設置

及び管理に関する規定に基づいて設置または管理を行っておるところで、自治会長か

ら申請をいただきまして、現地を確認の後、設置費用は全額町が負担し、電気料金に

ついてはその自治会に負担をお願いして設置をしておるところでございまして、設置

後の故障、玉切れについては全額、町で費用負担を行っております。 

 平成２９年３月現在で、総務課が所管する街灯の総数が１,７６１灯、そのうち電気

料金が町負担６１２灯で、自治会負担のものが１,１４９灯となっておるところでござ

います。特に、今議員がお話しされたとおり、地元自治会で検討したものについては、

要望も含め、設置を確実に受けとめて進めておるところでございます。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）町以外で管理されているもので、この町に設置されている外灯と

いうのはないんですかね。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡崎 浩君）県道に県が設置したものはございます。その部分の数は把握

いたしておりません。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）町を明るくするという意味では、上毛町の地域にあるわけで、ぜ

ひその辺も含めて、県道と言いましても明るさが保たれているわけですから、それも

管理の対象にしていただければなと思っておりますが、そういう中で、先ほど自治会

からの要望については十分対忚できているという答弁でございますが、町として、ま

だこの辺が十分ではないなと思われている箇所とか、そういうのはございますか。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 
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○総務課長（岡崎 浩君）議員が冒頭おっしゃられた明るいまちづくりという部分では、

各自治会のエリアの要するにはざま、例えば幹線道路であっても、自治会と自治会の

集落から大きく離れている幹線道路あたりについては若干そういった危惧はあるのか

なという認識でおります。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）そういう場所については、実は自治会、大きく言えばある自治会

に入るんでしょうけれども、集落がないとなれば、そこはどこか、いわゆる空白地帯

になるんでしょう。そういうところについて実際に設置するとしたら、どのような手

順にするんでしょうか、町が直接手を出すのか、係る自治体から出していただくのか、

その辺はどうなんですかね。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡崎 浩君）現行であれば、基本的に通学路なりのしっかりしたところ以

外の部分は自治会にという部分がございますけれども、先ほど危惧されると申し上げ

ました。今後の検討課題であるとは認識をいたしておりますので、第２次総合計画に

基づく明るいまちづくりの部分の中で十分検討を加えて、前向きには考えてまいりた

いと思っております。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）ぜひそこについては町として把握をしていただきながら、検討を

進めていただきたいなと思います。そういう中で、先ほど１,７６１あると言った外灯

の中で、ＬＥＤ化されたものというのはどのくらいあるのでしょうか。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡崎 浩君）２３年度から街灯のＬＥＤ化を進めておりますが、現在２９

９灯、約１７％でございます。と申しますのが、新規の設置または器具の故障によっ

て取りかえる場合は、ＬＥＤに変えておりますけれども、どうしてもある程度、その

タイミングで更新をかけていくとなっておりますので、現在５年目で１７％程度とい

うことになります。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）ということは、将来にわたって考えれば、ＬＥＤ化をするという

目標のもとに進んでいるという理解をいたしましたが、町としてその進捗率などやそ

の辺を考えながらやっておられるのかどうか。毎年このくらいずつ、確かに器具の取
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りかえ、故障の頻度というのは、ちょっとどのくらいかわかりませんが、新たにつけ

るところというのは、余りもう今から出てこないんではないかなと。地域にそれぞれ

ほとんど対忚していただいているということを考えれば、そのはざまのところがある

のかなと思いますが、そういった中で、どんな形で進めていこうとお考えでしょうか。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡崎 浩君）現行であると、要するに故障で切りかえのときにしかという

部分がありますが、今後はやはりある一定の形で、自治会が料金を払っている部分も

含めて、ある一定のロットで更新をかけていく必要はあるのかなという認識ではおり

ます。 

 ですから先ほど地域間のはざまで、どうしても外灯がない暗い状態のところとあわ

せ持って、全体的な町の外灯計画みたいなものは今後、考えていかなければならない

という認識でおります。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）そういう中で、明るいということと長寿命化、そして電気代が節

約できるということが、ＬＥＤ化の中で言われております。先ほど１,７６１の中で６

１２が町管理、１,１４９が地元管理ということで、その電気代がどのくらいかかって

いるか把握できていますか。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡崎 浩君）電気代で申しますと、一般的にＬＥＤ外灯ですと月額１３０

円、一般の蛍光灯で約２５５円程度、倍まで行きませんが、それぐらいの差があるの

で、それを卖純に１２掛けた後の該当分ということになろうかと思います。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）推測すれば、そういうことですかね。そういう中で、私は明るさ、

いろいろな景観を踏まえて、確かに明る過ぎるという苦情が一部にはあるやに思いま

すが、でも明るくすることに町として後ろ向きになるということはないと思う中で、

全部ＬＥＤ化していただきたいなと思っているんですね。 

 そういう中で、国の補助も使えるのではないかなと思っておりますが、その辺につ

いて何か御意見ございますか。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡崎 浩君）議員のほうから御教授いただいて、国の補助として環境省が
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行っているＬＥＤの導入促進事業というのがあるという部分では認識してはいたして

おるところでございますが、これはＬＥＤ導入計画の策定を町が行って、リース等の

設備を導入する場合、事業者に対する補助みたいな形ではあったかなと。間にＮＰＯ

等を絡めた部分の制度設計になっておるように見受けられました。 

 事業の趣旨とか補助要件とか当然、本町の事情等も十分、照らし合わせて検討はし

てまいりたいと。ただ一挙に変えるということは、卖年度で変えてしまうと、要する

に標準寿命が１０年といわれており、１０年後にもう１回大きな費用がかかるという

部分で考えますと、全体計画を見据えた上での切りかえ方針を加速化させるほうが、

後年度のランニングでいうと、その辺等もあわせ持って考えてまいりたいと思ってお

ります。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）私もホームページをずっと見ながら探していたら、そういうのが

出てきまして、これは３年か４年かぐらい前から、徐々にやっておるようなものでご

ざいますが、あるところに１カ所、全部やったというような事例も踏まえて、電気代

もかなり半減しているという中で、それは機器購入ではなくて、工賃というか作業料

を減免するような措置だと聞いております。 

 やったところの実績を見ますと、非常に明るく環境もよいということでございます

ので、今年度はたしかもう締め切っておりました。見たら、５月末ぐらいで締め切っ

ておりましたので、来年度どうかということもありますが、ぜひ検討していただいて、

試算も含めて。私は全部かえてほしいけれども、その加速率を上げていただいて、そ

ういうサイクルがうまく回るように、そしてなおかつ明るくなるような形で努めてい

ただきたいなと思いますが、再度御答弁をお願いします。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡崎 浩君）当然、明るいまちづくりという部分が、次のステップの中で

大きな要因であるとは考えておりますので、一括でやるかどうかは別にして、加速化

させていきたいと考えております。 

○議長（安元慶彦君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）ぜひ加速させてやっていただきたいなと思いますので、さっきふ

るさと納税ではないけれども、活用できるものは全て活用して、枞からはみ出さない

というか、余分なことはしないでいいですけれども、そういうことをぜひやっていた
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だいて町を明るく、そして明るく輝くようにぜひやっていただきたいなと思います。 

 一般質問を終わります。 

○議長（安元慶彦君）三田議員の質問が終わりました。 

 ４番、廣﨑議員、登壇ください。 

 廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）皆さん、こんにちは。３番議員の廣﨑です。私は、議員の仕事は

行政のチェックを行い、税金の無駄遣いをさせないようにするということを考えて行

動しています。 

 そこで私は、通告している２点、大池公園等の今後の事業のこと、また不明な点、

町長交際費の使途について、自席より一問一答方式で行いますので、真摯な回答をよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（安元慶彦君）廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）まず大池公園の周辺整備計画ですが、第２段階についてはさきの

議会答弁では２９年度予算化を行わないとありましたが、現時点ではどのようになっ

ているのか。建設費、施設管理運営費等わかっているのではないかと思いますが、回

答をお願いします。 

○議長（安元慶彦君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（永野英憲君）ただいまの件に関しましては、３月議会で御答弁を

させていただきましたように、本年度において新たな実施設計等の予算計上の予定は

ございません。 

 以上です。 

○議長（安元慶彦君）廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）平成２８年７月２９日に、西側連結駐車場部基本設計業務の入札

を行っています。株式会社福山コンサルタントとなっていますが、この仕様と基本設

計で額が出ているんじゃないかと思いますが、それをお知らせください。 

○議長（安元慶彦君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（永野英憲君）ただいまの御質問の、まず仕様ということでござい

ますが、業務内容ということで御答弁をさせていただきます。東九州自動車道の交通

量から連結路への立ち寄り交通量試算をいたしまして、駐車場の必要マスや構造等の

検討を行い、ネクスコ西日本や福岡県警との協議を踏まえまして、歩行者動線計画、
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標識配置計画、駐車場連結路の照明計画等の基本設計を行ったものでございます。 

 それから、今言われました額というのは、通告では入札額となっておりますので、

それでよろしいでしょうか。 

○議長（安元慶彦君）廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）入札額はもうわかっていますので、それでもって概算の額が出て

いると思いますので。 

○議長（安元慶彦君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（永野英憲君）本基本計画での概算金額といたしましては、７億４,

０４３万３,０００円ということでございます。これはあくまでもまだ概算ということ

でございます。 

○議長（安元慶彦君）廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）スマートインターと一体化した地域拠点づくり事業計画策定業務

も２８年７月７日、１１社で入札を行っております。契約は７月１２日ですが、これ

はどのようになっておりますか。 

○議長（安元慶彦君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（永野英憲君）どのようになっておるかということでございますが、

これにつきましては今、議員が言われますように平成２８年度事業、そして２７年度

事業からの繰り越しということで実施をさせていただいております。 

 これにつきましては、スマートインターの本計画と、西側連結駐車場基本設計につ

きましては平成２９年３月に策定を完了しております。現在、第２段階以降の整備方

針、整備内容等が決定しておりませんので、策定された計画書をもとに次のステップ

に取りかかれていないという状況でございます。 

 その後どうなっているのかということで申し上げれば、現在、策定のみを行ってい

るということになります。今後につきましては、民間との連携の可能性を調査する上

での資料として活用していきたいと考えております。 

○議長（安元慶彦君）廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）この分については、高速道連結部分の概算の額等、もう出ている

んですかね。 

○議長（安元慶彦君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（永野英憲君）連結道の概算の額につきましては、先ほどの第２項
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目めでお答えした金額ということでございます。 

○議長（安元慶彦君）廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）その中に、ゲストハウス等の基本設計もやっているみたいですが、

その基本設計の額というのは、わかっていますか。 

○議長（安元慶彦君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（永野英憲君）平成２８年度の基本設計での概算金額ということで

申し上げますと、８億４,６０７万２,０００円でございます。この額につきましては、

廣﨑議員、過去の御質問の中で一忚、基本設計の概算金額２３億８,２００万という概

算金額をお示しさせていただきましたが、その範囲内でということで御認識をいただ

きたいと思います。 

○議長（安元慶彦君）廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）あと追加契約でやっていますが、この変更増の理由等を。 

○議長（安元慶彦君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（永野英憲君）変更部分につきましては、卖独町費でやっておりま

す基本設計部分の地質調査を１カ所やりたいということで業者からの申し出がござい

ましたので、それを承認させていただきまして、変更契約ということでやらせていた

だいております。 

○議長（安元慶彦君）廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）大まかな事業費は、この２件の契約以外にまだあると思いますけ

れども、この分についてはまた聞きたいと思います。 

 ２９年度に官民連携の開発効果検討というのをやっておりますが、これの中身を教

えてください。 

○議長（安元慶彦君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（永野英憲君）それでは、ただいまの御質問につきましてお答えさ

せていただきますが、この官民連携開発効果検討というのは、町の財政負担を尐しで

も軽減できるよう、民間との連携を検討させていただくものでございます。 

 具体的に申し上げますと、民間の創意工夫を最大限活用し、公共施設の整備等の一

層の効率化等を実現するため、民間収益施設の併設、活用など、事業収入等で公共事

業費を回収する手法等を検討させていただくものでございます。 

 本年度２９年度想定をしております業務の内容ということで申し上げれば、公募条
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件の検討、また事業手法の構築、民間意向調査、事業手法の選定等ということを考え

させていただいております。 

 以上です。 

○議長（安元慶彦君）廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）この分については、検討するのは東側と西側両方を含むというこ

とですかね。 

○議長（安元慶彦君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（永野英憲君）一忚、原則企業誘致的なところも考えさせていただ

きますので、東側、西側一体的に考えさせていただければと考えております。 

○議長（安元慶彦君）廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）民間を活用してやるとなると公設民営、民設公営の方式、ＰＦＩ

民設民営の方式といろいろありますけれども、どれをベストだと考えていますか。 

○議長（安元慶彦君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（永野英憲君）一番ベストということであれば、民設民営が一番ベ

ストだと思います。 

○議長（安元慶彦君）廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）あとはアスレチック広場周りの公園の整備事業についてに移りた

いと思います。 

 ２６年６月３０日にこの事業を行っておりますが、大分市の御手洗造園と随契を行

っておりますけれども、この随契理由を教えてください。 

○議長（安元慶彦君）建設課長。 

○建設課長（福本豊彦君）議員質問の件につきましては、平成２６年度建設課のほうで

事業のほうを実施させていただきましたので、私のほうから御答弁させていただきま

す。 

 随契理由ということの御質問でございます。理由につきましては、前回３月議会の

議員からの一般質問の中でも一部お答えしたかと思いますが、地方自治法施行令の１

６７条の２第１項第６号によりまして、公園事業を今回、実施するに当たりまして、

大池の景観を活用しながら再整備を行うことによりまして、人が自然と集える場所づ

くりを行うことを目的といたしまして、アスレチック広場周辺の園路整備、植栽等の

整備を計画いたしまして、業者選定に当たりましては公園整備の造園や知識が豊富で
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あるなどのことを踏まえまして、さまざまな造園コンクールやコンテストなどで表彰

を受けております造園業に卓越した技能を持っておる、現代の名工造園士といわれて

おります御手洗達雄氏が代表を務める、御手洗造園のほうに選定をしたものでござい

ます。 

○議長（安元慶彦君）廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）私もアスレチック広場の周りは孫を連れて遊びに行きますので、

見たことは何遍もあるんですが、そんなに特殊な形ではないと思いますけれども、上

毛町に造園土木の資格を持った業者はいなかったんですかね。 

○議長（安元慶彦君）建設課長。 

○建設課長（福本豊彦君）造園業者がいなかったということかということでございます

が、造園の資格を持っておる方はおりますが、この方におかれましては先ほども申し

上げましたように、総合的に公園整備を図る上で大変、全国的にも技術的にも知られ

ているということで決定をしておりますので、また公園整備においても、これまでに

ないような園路の計画とか、現地で実際、御手洗氏が現地を見て造成整備をしておる

ところでございます。 

○議長（安元慶彦君）廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）現場を見ていただいたらわかると思うんですが、あれは特殊な形

ではないと思いますし、設計業者等に聞くと、あれはそんなに難しいものではない、

どこでもできるという回答も得ていますので、今後はこういうことのないように、地

場企業の育成も考えてやるべきだと思いますが、町長、どうですか。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）私は、これは見る人によってわかるかわからないかは別として、

まず好みもあるでしょうけれども、すばらしい整備だと思っておりますし、どなたに

お尋ねになられたかわかりませんが、町内の造園士でもほとんどは知っているんじゃ

ないかと思っておりますし、評価は高いと思っております。 

○議長（安元慶彦君）廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）ちょっと順番が逆になりましたけれども、辻口氏の招聘について

ちょっとお聞きします。この件については、いつ決定したのか。 

○議長（安元慶彦君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（永野英憲君）それではまず、辻口氏の招聘がいつ決定したのかと



-56- 

いう御質問でございますが、この件につきましては本年３月に一忚内諾をいただいた

ものでございます。 

○議長（安元慶彦君）廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）現在考えている方式では、東側に来ていただくのか、それともゲ

ストハウスのほうに来ていただくのか、どっちを考えているんですかね。 

○議長（安元慶彦君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（永野英憲君）これにつきましては、一忚当初は東側ということで

ございましたが、その後の協議ということで話を進めていたわけでございますが、こ

の辻口氏の招聘については、今現在、公園の整備について反対という声があるという

ことを辻口氏本人も知るところになりました。辻口氏が言われるのは、同じ進出をさ

せていただくならば住民の皆さんに喜んでもらいたいということで、現在、招聘につ

いての協議は停滞しているという状況になっておることをまず報告させていただきま

す。 

○議長（安元慶彦君）廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）もし来るとしたら、どういう方式で来る予定だったんですかね。

直営店なのかフランチャイズなのか、プロデュースなのか監修なのか。 

○議長（安元慶彦君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（永野英憲君）本年３月までの内諾ということであれば、我々とし

ては直営店ということを想定いたしておりました。 

○議長（安元慶彦君）廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）では、この分については終わりたいと思います。 

 ただ、この大池公園事業については、住民の方に意見を伺いまして、大平楽の二の

舞になるんじゃないかと心配している方が結構いらっしゃいます。何もしないで今の

まま行政がやったほうがいいという意見もありますし、何か手を打ったほうがいいと

いう意見、さまざまですけれども、やめたほうがいいという意見の方が多くおります。

大池公園については、次にまた質問を行います。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）大池公園につきましては、あらゆる可能性を模索して検討した構

想でございますし、基本はあくまで企業誘致ということで、町の負担を極力ゼロに近

づけるように職員とともに行動してまいったわけでございまして、まだ第２段階の説
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明はしていないわけでございますけれども、基本的には企業誘致という方向で、いい

話ができていたわけでございますけれども、ガセネタといいますか、町民が混乱して

はいけないわけでございますけれども、そういう反対意見というのは、事業計画が出

てから私は検討すべきだと思いますし、反対している人に聞くと、一部の方から聞い

たと、議員さんから聞いたとおっしゃられる方がほとんどでございますので、そうい

ったことは尐し差し控えていただきたいと思います。 

○議長（安元慶彦君）廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）企業誘致とおっしゃいましたけれども、企業誘致であっても、こ

ういうのについては公募で行うべきだと思いますし、何か決まったような形で議会の

ほうに報告するというのは議会軽視だと私は思いますし、苅田町に聞くと、たとえ企

業誘致であっても、やはり公募はやっているという形でございますので、私はそうい

う考えでございます。 

 次に行きます。それでは、町長交際費についてお伺いします。２６年度、２７年度、

２８年度の支出はどうなっていますか。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡崎 浩君）各年度の支出額でございますが、２６年度が９３万３,０００

円、２７年度が６１万５２６円、２８年度が６３万５,３２３円で、参考までに２５年

度９９万９,０００円、２４年度１１２万８,０００円、２３年度１３７万４,０００円

となっておりまして、ここ二、三年、半額程度の抑制傾向にあります。 

○議長（安元慶彦君）廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）抑制傾向になっているのはいいことだとは思いますが、交際費の

判断基準となる支出基準は策定していますか。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡崎 浩君）内規として一定の基準を平成２０年７月に設けて、その基準

で現在も執行しておりますが、昨年より会費等における個人負担の運用を厳格化して

行っておるところでございます。 

○議長（安元慶彦君）廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）支出基準を策定する予定は、内規ではなくて、正式にやるつもり

はないかどうか。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 
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○総務課長（岡崎 浩君）内規といえども、その中身に厳格な運用を行っておりますの

で、定めておるのと同じではないかと理解しておるところです。 

○議長（安元慶彦君）廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）この町長交際費については、情報開示でいただいたわけですけれ

ども、２５年１１月２５日に政経セミナー２万円、２７年２月１６日にやはり政経セ

ミナーに参加して４万円とかなっていますが、政経セミナーというのは支出に値しな

いのではないかなと。政治資金パーティー等、または自己啓発の勉強会ではないかな

と思いますが、これは実費で町長本人が払うべきだと思いますが、どう考えますか。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡崎 浩君）その政経セミナーの費用、議員が会計管理者の当時もそうい

った形の支出があっております。ただ昨年よりそういった部分では、悪いということ

ではなくて、いかがかなという部分を町長みずから判断されまして、昨年度より支出

はいたしておりません。ただ、過去ずっとその部分は支出をいたしております。会計

管理者として議員もごらんになられている部分は、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（安元慶彦君）廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）それでは、政経セミナーの分についてはいいでしょう。 

 それから、大池公園の整備に係る現地指導とか、大池公園の周辺整備に係る打ち合

わせ諸費、保安林解除等いろいろやっていますが、これは何に使ったんですかね。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡崎 浩君）渉外に係る費用、要するに折衝に係る費用ということで当然、

民間の方々との企業誘致なりトップセールスという部分ですと、そういった中でさま

ざまな情報収集をしながら、前向きに進めていく部分がございますので、そういった

経費と捉えております。 

○議長（安元慶彦君）廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）飲食等にした経費ではないという形で捉えていいですか。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡崎 浩君）当然、会食の場合もございますし、その他の場合もあると認

識しております。 

○議長（安元慶彦君）廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）他の自治体では、ホームページで、吉富、築上、豊前、中津、み
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やこ、行橋全部、交際費、基準を公開しております。町長の部屋、市長の部屋等でで

すね。基準等も公開していますので、これをやるつもりはないですか。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡崎 浩君）京築管内でもほとんどの自治体は一定の基準で公開をいたし

ておるところでございますので、今後考えていく時期に来ていると思いますが、その

際、他の自治体も、例えば議会とも同一歩調をとられているところ等もございますの

で、そういった部分等も御相談しながら、また基準については公表している自治体と

公表していない自治体、さまざまございますので、いろいろな部分の情報収集をしな

がら今後、その方向は考えてまいりたいと思っております。 

○議長（安元慶彦君）廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）そうですね。そういう形でぜひ制定して、ホームページで公開し

ていただきたいと思います。 

 これで私の質問を終わります。 

○議長（安元慶彦君）廣﨑議員の質問が終わりました。 

 ５番、岩花議員、登壇ください。 

 岩花議員。 

○１番（岩花寛之君）皆さん、こんにちは。５番、１番議員、岩花です。きょうも一般

質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、こちらで申し上げたいのが、前地方創生担当大臣の石破さんなんですけれど

も、そちらが今「日本列島創生論」という本を出されています。そちらの序文で「日

本は既に有事である」というようなことを言われています。それは何かというと今、

戦争中だということではなくて、現在の出生率のままで行けば、国民が静かに消えて

いくということですね。 

 国ではなくて、翻って上毛町のことを考えますと、昭和３０年に１万１,８４１人い

た人口が、昭和６０年には８,７８０人、３,０６１人、２５％ぐらい減っています。

平成２２年には７,８５２人、答弁にありました２０４０年には最悪５,５００人ぐら

いになると。今よりも３３％も減ってしまうと。 

 結局、先ほどの三田議員のお話ではないですけれども、ミサイルを撃ち込まれたり

とか戦争にならなくても上毛町は今よりも３０％人口が減ってしまうと。これは本当

に有事というか、これが大変なことではないとなると、そんなことはないと思います。 
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 人口はやはり減っていきます。土地の値段も下がります。高齢化は進むという非常

事態になっていると。何らかの手を打たなければ、今の普通の町というのも維持がで

きないと。その意識は、多分皆さん、議員一緒じゃないかなと思いますし、行政の方

も一緒じゃないかなとは思っています。 

 そんな中で今、町が取り組もうとしている大池公園の開発事業であったりとか、今

後の定住促進について質問させていただきたいと思います。詳細は自席にて行いたい

と思います。 

○議長（安元慶彦君）岩花議員。 

○１番（岩花寛之君）ではまず、大池公園開発の計画について、大池公園の計画、整備

の本当の必要性を、もう一度再認識させていただきたいと思っております。これまで

町の広報紙の中の掲示板であったりとか、そちらで大池公園のことに関して整備を進

めているということで資料が出ているかと思います。 

 そんな中、この整備は本当に何のためにするのか。そこのところ、大池公園の整備

をするということがもちろん目的ではなくて、それをすることによってどういう上毛

町をつくりたいのか。私個人としてはやはり、ここの人口をふやしていくためのきっ

かけにするというところが一番ではないかなと思うんですけれども、そういった認識

でよろしいでしょうか。 

○議長（安元慶彦君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（永野英憲君）今、議員がおっしゃられるように、この大池公園開

発につきましては、何度も申し上げておりますが、九州一輝くまちに向けた一つの事

業、またそれから上毛町が人口ビジョンとして定めております、２０４０年将来人口

１万人達成のための一つの手法ということで、この事業を位置づけさせていただいて

おります。また、この事業につきましては達成のために必要な事業であると我々も認

識をして、この事業の推進を行っているところでございます。 

○議長（安元慶彦君）岩花議員。 

○１番（岩花寛之君）そもそも結局、ここに何でこういう開発をしようと思ったのかと

いういきさつからすると、やはり東九州道開通に伴って、上毛のＳＩＣが開設いたし

ました。その際に、もともと中津、それから豊前で、上毛にはインターチェンジがな

かったと。ＳＩＣを何とかつくってくれということで、前町長、それから議会のほう

も一生懸命になって、公費も使ってこちらに誘致をしていると思います。 
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 では、何でスマートインターチェンジをつくったのかというと、要は卖に通過され

るためだけではなくて、こちらに立ち寄って上毛町で上毛町のことを知ってもらって、

この上毛町にお金を落としてもらうため、そういう目的があってＳＩＣを誘致したの

ではないかなと思います。 

 このままＳＩＣだけができて、今、大平楽や道の駅がありますけれども、上毛町に

このＳＩＣができたことによる経済効果というのは、どれほどのものがあっているん

でしょうか。 

○議長（安元慶彦君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（永野英憲君）経済効果ということで言われたんですが、これは大

変申しわけないんですが、経済効果については算出をしていないので、ちょっとお答

えをすることができません。 

 以上でございます。 

○議長（安元慶彦君）岩花議員。 

○１番（岩花寛之君）経済効果というのはやはり出すのが非常に難しいかと思いますけ

れども、要は上毛町にお金を落とす受け皿がないと私は思うんですけれども、そのあ

たりの認識はいかがでしょうか。 

○議長（安元慶彦君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（永野英憲君）これにつきましては、先ほど言われましたように、

このインターにつきまして町の負担として４億強のお金がかかっているということで、

これはもうインター、ＳＩＣができたので、それはもうそれで有意義だとは思うんで

すが、今言われます４億円を投資して、その４億円をさらに生かすためには、今議員

が言われるようなことも考えなければならないとは思っております。 

○議長（安元慶彦君）岩花議員。 

○１番（岩花寛之君）先ほども言いましたけれども、通過するだけであれば、本当にそ

の４億円は無駄金になってしまうのではないかなと逆に思います。 

 そうした中で、なぜ大池公園の開発に着目したかというと、人口がふえる町という

か、人口をふやすためにはやはり上毛町のことを知ってもらわないといけないという

か、上毛町は元気がある、活気があると発信するというか知ってもらう必要があるん

じゃないかなと思います。そういった機能が、残念ながら上毛町としては尐ないとい

うか、ないのではないかなと。私もワークショップに参加させていただきましたけれ
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ども、やはりまず町の顔をつくっていこうと。それが当初の目標じゃないかなと思い

ます。 

 そうした中、人口をふやすためにも移住、定住の促進を図るためにも、では、何で

大池公園を開発することが人口の増加につながるのかというところを、もう尐しかみ

砕いて教えていただければと思います。 

○議長（安元慶彦君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（永野英憲君）これにつきましては、過去の答弁をさせていただい

た内容と同じにはなろうかと思いますが、平成２７年３月に東九州自動車道の開通に

伴いまして、上毛ＳＩＣもあわせて開設をされたということでございます。 

 このことにつきましては、都市圏と地域圏を結ぶアクセスポイントとして、利便性

が大きく向上され、また福岡市や北九州市など遠方からのアクセス時間が大幅な短縮

となりまして、本町の工業振興、主要ブランド品の販路拡大、観光振興などさまざま

な分野での効果を生み、本町のポテンシャルが向上され、定住人口増加につながるこ

とが期待されるということでございます。 

○議長（安元慶彦君）町長、思いをひとつ。 

 町長。 

○町長（坪根秀介君）大池公園周辺の整備ということでございますけれども、これにつ

きましては午前中に宮崎議員の質問の中にございましたように、２０年前は何もない

大平村、新吉富村時代に、大平楽であるとか、しんよしとみ道の駅というものをつく

って、そのときはつくることに意義があったんだろうと。そのときにしっかりとした

収支計画まで考えておれば今の状況にはなっていなかったと思いますし、今からやら

なければならないものは、ただつくるだけではなくて、やはり将来に継続して持続し

ていくようなまちづくりだということで、やはり人口をふやしていかなければならな

い。 

 その中で、本物をあそこに集めていかなければならないとも思っておりますし、し

っかりとした整備をしてやらなければならないと。そういう中で、辻口シェフである

とか、いろいろ、企業でもどこでもいいわけではなくて、やはり九州から全国から、

みんなが集まってくるような整備をしなければならないということで、いろいろな動

きもしてまいったわけでございますし、そういう中で金額のことがよく出ていますけ

れども、この金額についても、我々は本当にあらゆる可能性を模索して考えた中で、
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これは振り返ってみますと、新町建設計画、新吉富村、大平村時代に出しています。 

 これをちょっと読み上げさせてもらいますけれども「北九州市や大分方面との交流

を図る東九州自動車道を含む広域連絡道路の早期開通を要請していくとともに、各集

落から広域交通網への道路環境を整備し、住民や地域産業の活性化を図ります。しか

しながら、新町は東西方向に狭い形状をしており、東九州自動車道の開通によって、

本地域が卖なる通過点となる危険性があります。新町が東九州地区の卖なる通過点と

ならないように、既存の観光施設を活用したハイウエーオアシスを初めとする、地域

の活性化に資する高速道路の戦略的利用を検討します」と書いておりまして、これは

注釈までついております。 

 ハイウエーオアシスはＳＡ、ＰＡと連結する駐車場を設け、そこに車を置いて周辺

のレジャー施設等へ出入りできるようつくられた施設と、具体的に明記がされている

わけでございますし、それに沿って我々もあらゆる可能性を考え、連結も考え、いろ

いろなことを考えた中で、その整備費は幾らかかるのかということで出した金額が二

十数億であると。 

 しかし、それをそのまま町が負担してつくるというものではなくて、一流の企業を

呼んで、そういうところができれば、担当課長が答えましたように、民設民営という

ことを基本に、お金をかけずに、都合のいい話になるかもしれませんけれども、そう

いったことを目指して今まで行動してきたということでございますし、そういう話が

今ある程度、二、三上がってきましたので、ようやく説明できるようになったという

ことで、前回、辻口さんという名前も出させていただきましたけれども、反対という

動きもあるということで、これはもう先方にもその話が伝わっておりまして、ホーム

ページとか見ればすぐわかりますし、そういうことでちょっと今、見合わせたいとい

うことになっております。そういう思いで今この大池公園周辺を整備していると考え

ていただきたい、御理解いただきたいと思うところでございます。 

○議長（安元慶彦君）岩花議員。 

○１番（岩花寛之君）辻口さんですね、話が出てから、私も顔であったりとか名前は知

っていたんですけれども、実際どういう事業をされているかというのは知らなかった

ところもありまして、実際行ってみるのが一番いいんだと思うんですけれども、イン

ターネットであったりとか本であったりとかで知り得る限りのことを調べてみました。 

 辻口さんは本当に、今のアクアイグニス、三重県の菰野町というところにあります
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けれども、そちらは完全に民間の会社ですけれども、そちらに出店をされて営業され

ています。そこの来場者数は１年間で１００万人です。すごいことだったんじゃない

かなと思うんです。過去形にしたらいけませんね。すごいことなんじゃないかなと思

うんですよ。 

 要は、１００万人来るような施設をつくっているような方たちと、町としてコラボ

ができるチャンスが今あっているわけですよね。そのチャンスをやはり潰してはいけ

ないとも思いますし、これは本当にもういろいろほめるわけではないですけれども、

きっと今の坪根町長でなければ、なかなかそういうところとつながっていかないとこ

ろもあったのかなと思います。 

 町長としては、この大池公園、何となく住民の皆さんももやもやとしているのは、

実際使うお金というのは結構出ているんですけれども、入るお金をどれぐらい目指し

ているのかというところが、わからないところがあるんじゃないかなと。例えば１億

円使いますと。あそこの公園整備、ちょっとあれですけれども１億円使ったら１億５,

０００万儲かりますという形だったら、余り皆さんも反対しないかもしれませんし、

ただ、そんなんでいいのかなと。 

 ここの目的は、やはりここをきっかけにして人口をふやす、雇用をふやすというと

ころだと思いますので、本当にここを開発することでどれぐらいの流入人口であった

りとか売り上げを見込んでいらっしゃるんでしょうか。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）私は辻口さんがやっているところはもう能登半島から全部見て回

りましたけれども、うちでは１５０万人３０億というものを目指してまいりたいと考

えておるところでございます。 

○議長（安元慶彦君）岩花議員。 

○１番（岩花寛之君）ありがとうございます。やはりそういう希望のところも皆さんに

お伝えしていってほしいなと。もちろん夢物語というとあれですけれども、きちんと

裏づけというか、考えないといけないところはありますけれども、やはり町長、トッ

プがしっかりそういう旗を振って、こういうことをするからここの開発をするんだよ

というところをしっかり伝えていただければなと思っております。 

 ということで、次の質問に行きます。 

 平成３２年以降の財政運営に大きな影響があるのか。この３２年というのは、要は
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合併特例債が減ってくるタイミングかと思います。そういったときに大きな影響があ

ると、町民の方に心配がある方もいらっしゃるみたいですね。そういったところはい

かがでしょうか。 

○議長（安元慶彦君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（永野英憲君）議員御質問の平成３２年以降の財政運営に大きな影

響があるのかということでございますが、大変申しわけないんですが、現時点では整

備方針、整備内容及び事業費等が決定しておりませんので、確かなことはお答えがで

きません。我々としては財政運営に大きな影響があるような計画は考えておりません

し、また影響が出るような計画を議会の皆さんに提案した場合、議員の皆さんから御

承認を得られないものとも考えておりますので、この時点ではこういう御答弁で御理

解をお願いしたいと思います。 

○議長（安元慶彦君）岩花議員。 

○１番（岩花寛之君）今、第２段階、第３段階というのは、まだ決定もしていませんし、

これから十分に民間連携も考えながら練っていこうかと思うんですけれども、その中

で当初、議会のほうにも説明がありましたけれども、地方創生の交付金を活用してい

こうという話もありましたが、そういった話はいかがでしょうか。 

○議長（安元慶彦君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（永野英憲君）地方創生につきましては現在、まだソフト事業で、

一部ハードがあるんですけれども、これがうちの事業になかなかそぐわないところも

あろうかと思います。今うちが活用させていただいているのが、国交省の社交金のほ

うで園路のほうを整備させていただいております。 

○議長（安元慶彦君）岩花議員。 

○１番（岩花寛之君）そういった中、それもそうなんですけれども、やはり数字だけが

ひとり歩きしてしまって、そういう補助金であったりとか交付金であったり、また民

間のお金を使っていくというところがなかなか皆さん、知らないところかと思います

ので、その辺きちんとまたお話しする機会も含めて検討していただければと思います。 

 ３番目の、整備事業が町財政を圧迫し住民福祉の低下を招くのかと。要はここにお

金を使うだけ使って、ほかの福祉であったり教育がおざなりになるんじゃないだろう

かという心配があるみたいですけれども、そういった懸念に対してはいかがでしょう

か。 
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○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）その件につきましても、整備に対して先ほど来、反対があって、

ちょっと今、頓挫しているという状況でございますので、仮の話になりますけれども、

そういった企業が来れば雇用もふえる、税収もふえるということで、サービスが上が

ることはあっても下がることはないと考えているところでございます。 

○議長（安元慶彦君）岩花議員。 

○１番（岩花寛之君）先ほど出しましたアクアイグニスでも、やはり一番が第一次産業

ですね。そちらは温泉を使っていちごの生産を積極的にされているということで、そ

ういった食という一次産業、特に農業であったりとか、そういったところに非常にい

いプラス材料を持っていけるんじゃないかなと思います。 

 そういうお金の面もそうですし、ここに仮に辻口さんが来た場合には、食とのコラ

ボも十分考えられるんじゃないかとか、その辺の思いはいかがでしょうか。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）議員の御指摘のように、やはり辻口さんにもそういったことも考

えていただいておりますし、地元とのコラボ、地元の生産者を育てていきたいという

ことで、いろいろな意味で経済効果というものは、はかり知れないものがあるだろう

と思っているわけでございますけれども、いずれにしてもこれはあくまで仮の話と今

なっておりますので、もしこれが頓挫することになれば、もう公園の園路整備のみに

終わるということでございます。 

○議長（安元慶彦君）岩花議員。 

○１番（岩花寛之君）私は、やはりここの整備をきちんとしていただいて、本当に人も

来る、それからそこでやはり収益が上がる事業にしていただきたいなと。今まで行政

は稼ぐということが非常に下手というか、そういう意識がなかったんじゃないかと思

うんですけれども、先ほど来言いました石破さんは、やはり頑張っている自治体、何

を頑張っているのかというと、本当に人口をふやすことに対して頑張る、それからそ

の自治体の経営基盤というのをよくしようとして努力をしている自治体に、やはりこ

れからも手助けをしていこうというところかと思います。 

 そうした中で、住民福祉をよくするにも、人が減っていく、それから町財政が減っ

ていってしまっては元も子もなくて、やはりそこで稼ぐこと、稼ぐものをつくって、

そちらをやはり再投資するというか、要はそこの大池公園の周りで上がってきた、稼
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いだお金で、普通の民間企業だとそういうことはないでしょうけれども、またやはり

再投資する。例えばその再投資というのが住宅であったりとか教育であったりとか、

住民福祉であったりとかというところになろうかと思うんですけれども、そういうプ

ラスの好循環を、ここの事業でしようと考えていると思っているんですけれども、い

かがでしょうか。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）やはりそういう一つのモデルをつくることで、その周りも活性化

してくるものと思っていますし、いろいろな企業誘致にさらに拍車がかかるであろう

と思っております。 

○議長（安元慶彦君）岩花議員。 

○１番（岩花寛之君）済みません。また質問に戻しまして、今後の経費予測であったり

とかランニングコストというのはいかがでしょうか。 

○議長（安元慶彦君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（永野英憲君）今、議員御質問の今後の経費予測とランニングコス

トということでございますけれども、これは２項目めの御質問でもお答えをさせてい

ただいたように、現時点では第２段階以降の整備方針、整備内容及び事業費等が決定

しておりませんのでお答えすることができません。これにつきましてもどうか御理解

のほうよろしくお願いいたします。 

○議長（安元慶彦君）岩花議員。 

○１番（岩花寛之君）先ほどもありましたけれども、経費予測とかランニングコストと

いうところも、やはり想定した形できっちり今後、第２段階、第３段階の計画を立て

ていただきたいと思います。そうすることが、言い方は悪いですけれども、今まであ

った公共施設の二の舞にならないことではないかなと思いますので、そのあたりをし

っかりとお願いしたいと思います。 

 続きまして、住民の心配を払拭するためには何が必要なのかというところをお聞か

せいただきたいと思います。 

○議長（安元慶彦君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（永野英憲君）御質問での住民の心配を払拭するためには何が必要

かということでございますが現在、住民の皆さんの心配は、大池公園開発に二十数億

の事業費がかかり、この事業をやれば子育て支援、高齢者福祉等の施策がおざなりに
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なるのではないかということだと思います。 

 住民皆さんの心配を払拭するためには、第２段階以降の整備方針、整備内容及び事

業費等をまず決定させていただきまして、町卖独のお金が幾ら必要になるのか。また、

整備後の管理はどうなり、その経費はどこが支払うのかなど決定をして、大池公園整

備を行っても住民皆さんには、先ほどから議員が御質問されているように、町の財政

運営には支障がなく、住民福祉の低下を招くようなことはないとお伝えすることが必

要だと思っております。 

○議長（安元慶彦君）岩花議員。 

○１番（岩花寛之君）僕はこの事業をしなくて、ＳＩＣの設置にかかった４億円を無駄

にしてしまって、今のまま国の交付金に頼って人口がこのままだと減っていくのはも

う間違いないです。それから土地の価値も減って、子供が減って、若者が減って、老

人がふえて、田畑とか山とか川が荒れてくるというのが、本当に何もしなければ、目

に見えていることではないかなと思っております。 

 その２０年後、３０年後、５０年後の上毛町とならないためにも、やはり何らかの

手を打っていくと。その何らかの手を打つのに、どこが今、上毛町で一番そのチャン

スがあるかというと、この大池公園周辺だと思っております。 

 まずは、反対されている方も含めて、何もしなければどんどん住民サービスは逆に

下がっていくんですよという危機感をまず共有してもらって、ほかの、特に本当に先

ほどから町長も担当課長も言われています民間との連携をしっかりとって、都合のい

い話ですけれども、なるべく公費は使わない、尐なくできる方法でしていただきたい

なと思っております。 

 ただ、商売の世界ではローリスクでハイリターンというのはなかなかないというの

も実際だと思います。これからの行政というのは、やはりハイリスクということもな

いですけれども、ある程度の覚悟を持って投資をするというのも必要なことではない

かと思っております。それをするためにも、やはり住民の皆様にはもちろん理解をい

ただくというのは前提かと思いますけれども、そういう覚悟であったり勇気は必要か

なと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）議員の御指摘はごもっともなことだろうと思っておりますし、や

はりその辺を我々がしっかり皆さんに説明をしながら、本当にいい企業に来ていただ
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いて、将来に継続できるようなまちづくりを、また人口が将来１万人になるようなま

ちづくりを目指してまいりたいと思います。 

○議長（安元慶彦君）岩花議員。 

○１番（岩花寛之君）今、この辻口さんが来るとか、来ないとかという話ではなくて、

本当に上毛町が今後、自立ができるか、それとも立ち行かなくなっていくかという本

当に分岐点に来ているんじゃないかなと思っています。 

 そういった中で、本当に企業誘致が頓挫する、辻口さんが来なくなると。それから、

来なくなったことによって、要はこの計画自体が停滞するというところがありますけ

れども、そういったことになる可能性と、上毛町として最悪のシナリオというか、こ

うならなかったらこうなりますよというところを教えていただければと思います。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）もちろん辻口氏がやはり来ないということになれば、大きなマイ

ナス要因であると思いますし、今のまま岩花議員さんが冒頭述べられたような、２０

４０年人口五千数百人ということになるんだろうと思いますし、右肩下がりでどんど

んどんどん人がいなくなっていくということにもなるだろうと思います。 

 しかしながら、仮に辻口さんがだめでも、次のすばらしい人がおれば探していかな

ければならないと。最悪のシナリオがあってはならないと思っておりますので、もし

今回の話がうまくいかなければ、またそれに向かって努力をするのみと思っておりま

す。 

○議長（安元慶彦君）岩花議員。 

○１番（岩花寛之君）冒頭ありましたけれども、まず上毛町というところを知っていた

だくというのが第一だと思います。いろいろな企業誘致にしてもそうですけれども、

まずは上毛町を知ってもらわないと話にならないと思いますので、理想ですけれども、

やはり福岡の都会というか福岡市に行って、上毛町って知っていますかと言ったら、

１００人のうち５０人ぐらい知っていると。二人に一人ぐらいは上毛町の名前を知っ

ているという目標を持って整備をしていただければと思います。 

 以上で、大池公園関係の質問を終わりたいと思います。 

 次に、定住促進についてお伺いしたいと思います。定住促進に関する近隣自治体と

の比較というところで教えていただければと思います。 

○議長（安元慶彦君）企画情報課長。 
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○企画情報課長（福田正晴君）定住促進の関連で、定住施策に対する近隣自治体との比

較でございます。近隣自治体におきましては、定住施策のうち、特に移住についてで

すが、福岡県の側、京築地区よりも大分県側、特に宇佐とか豊後高田市において充実

しております。住みたい田舎ランキングにおいても上位に入っているなど、メディア

でもよく取り上げられております。 

 定住促進を行う上には、住まい、暮らし、交流、移住、結婚、子育て、教育、総合

的な施策が必要になってくると思います。本町におきましても、子育てからシニア層

に至るまで、幅広い世代に対する手厚い支援があります。しかし、移住に対する施策

については先進地である、先ほど言いました宇佐市や豊後高田市と比較すると、まだ

十分でないといえる部分があると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安元慶彦君）岩花議員。 

○１番（岩花寛之君）特に、近隣自治体というのが、本当に近隣を実は私のほうは想定

していまして、中津市となると、また学校区の問題であったりとか違った要素が出て

きますので、例えば豊前市、それから吉富町と上毛町、この３市町を比較したときに

どこに住んだらいいのかと。いろいろ考えられている方はやはりこの京築地区という

ところ、みやことかも入るのかもしれませんけれども、この中で見たときに、どこが

住みやすいのかなと考えたとき、そういった比較検討というのをされていらっしゃい

ますでしょうか。 

○議長（安元慶彦君）企画情報課長。 

○企画情報課長（福田正晴君）今、議員さんが言われたように、ネット上で見れば定住

移住の施策については、もっと確認することができると思います。先ほど言いました

が、定住から移住までという流れがございまして、全体的にいろいろな施策をトータ

ルしますと、上毛町は結構ハイレベルな施策を打っているんじゃないかと思っており

ます。 

 定住から移住までを考えますと、移住の取り組みの最初の部分につきましては、先

ほど言いましたが若干手薄なところがございますが、子育て世代からシニア層に至る

まで幅広いエリアで見ますと、施策としてはかなりハイレベルなところがあるんじゃ

ないかとは思っております。 

○議長（安元慶彦君）岩花議員。 
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○１番（岩花寛之君）吉富町のホームページを見ると「すもうよしとみ」という、移住、

定住の促進の特設サイトがあるんですけれども、そういった一覧表の中で、移住をさ

れる方、定住される方のいろいろなマイホーム取得の助成であったりとか、それには

子育てもあります。先ほど課長が言われるように、すごく充実しているというのは、

僕も何となくぼんやりわかるんですけれども、では、それを本当に他市町と比較した

ときに、具体的にどうなのかというところは、行政としてもしっかり一度つくってい

ただきたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（安元慶彦君）企画情報課長。 

○企画情報課長（福田正晴君）他市町村との比較という表はございませんが、全ての分

野において、上毛町において、住まいに関する、交流に関する、就職、費用に関する

といったエリア分野に分かれた表がもちろんございます。それをもとにして比較でき

るようには、作成はしようと思います。 

 先ほど言いましたが、手厚い支援制度がありますということでございまして、住ま

い、暮らしの関連支援につきまして、わかりやすい浄化槽とか住宅用のエネルギーシ

ステムの設置補助金とかもございまして、近隣にない対忚もしておりますし、また出

産、育児、教育に対する支援につきましても、子育て忚援プログラム事業や子育てサ

ポート事業、また教育においては英検塾とか上毛塾、大志塾、国内留学体験事業や友

好の翼など、各方面に近隣の地方団体にないような施策もたくさん打っておるという

ところで、ある程度の定住、移住につながる施策は、他町村より多い部分があるんじ

ゃないかと思っております。 

○議長（安元慶彦君）岩花議員。 

○１番（岩花寛之君）今回、この質問を出そうというふうに思ったのが、実は私の親戚

が今度、結婚することになったんよということの話がありまして、その中で実はアパ

ートを探したいと、要は不動産屋を紹介してくれんやろうかという話があったんです。 

 それで、何で豊前とか吉富なのという形で聞きましたら、豊前とか吉富は、要は新

婚の方で民間のアパートに入る方に３年間、１万円ずつ補助をするというところがあ

ると。さらに、できれば吉富と言うんですよ。何でと言うと、吉富はさらに引っ越し

費用まで最初に６万円出してくれると。本当に入り口のところの、言っても３万円で

すから３６万、吉富にしても４２万、１世帯当たりの助成額ですけれども、では、そ

の入り口のところで、結局、上毛町が落とされているというところは非常に何か残念
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だったなと思いまして。 

 そうではなくて、トータルで考えていくと子育て支援であったりとか、住宅、浄化

槽であったりとか、太陽光であったりとか、そういった補助金も非常に充実はしてい

るんですけれども、そこで落とされるのは何か非常に残念だったなと思いまして、そ

の辺いかがでしょうか。 

○議長（安元慶彦君）企画情報課長。 

○企画情報課長（福田正晴君）済みません。先ほど言いました移住から定住という言葉

を使いますと、定住のほうに関しましては、先ほどのいろいろな施策が充実している

んですが、移住の分、先ほど移住してこようと思ったときの施策が、先ほど言いまし

たけれども、ちょっと不十分なところがあるとは感じております。 

 先ほどの新婚さんとか、どこからかＵターンＩターンをしたり、帰ってきたときと

か、最初のきっかけになる制度のほうにつきましては、何度も済みません、実際、実

現していないんですが、総合戦略の中の基本目標２の「新しい人の流れをつくる」の

「移住、定住の促進」の項目にある施策を早急に検討しながら、実施していきたいと

は考えております。 

○議長（安元慶彦君）岩花議員、尐しボリュームを上げてください。 

 岩花議員。 

○１番（岩花寛之君）新婚もそうなんですけれども、今回、婚活の事業を今度から上毛

町は始められたということで、それに対して今度、私も前から言っていますし、田中

議員も以前、言われていましたけれども、やはり最初に住む自治体というか、最初に

住むところというのは、非常に今後の生活というか、大切なのではないかなと思うん

です。 

 特に子供が生まれて、小学校にでも入ってしまうと、それで家をその地域で考える

というのがほとんどですので、その層をいかにつかまえるのかというところも、ぜひ

とも今後、検討していただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（安元慶彦君）企画情報課長。 

○企画情報課長（福田正晴君）上毛町の移住、定住促進のために、総合戦略、総合計画

にももちろん出ておりますし、移住促進事業や移住者への支援事業である、例えば新

規分譲地の確保や移住者子育て忚援事業、新婚家庭忚援事業、新築奨励事業という形

で、またＵターン、Ｉターン、Ｊターン者の支援事業など、先ほど言いましたが、総
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合戦略の中に検討して挙げておりますので、それをできるだけ早く実施することだと

は思っております。 

○議長（安元慶彦君）岩花議員。 

○１番（岩花寛之君）本当に人口１万人にしていくという。本当にすぐしたほうがいい

と思います。やはりすぐする。それからすぐして、どんどん広報しないと、本当に手

おくれになってからでは遅いかと思いますので、よろしくお願いします。 

 そうした中、２番目の民間と共栄ができるような施策がないかと、充実が図れない

かと思うんですけれども、前回から言っていますとおり、先ほどもありましたけれど

も、やはりアパートがないと住むところがないわけですから、そうした住むところ、

町営住宅もそうですけれども、アパートの拡充ができると、やはり新しい移住者とい

うか、若い世代が流入してくるんじゃないかなと思うんですけれども、そういった施

策の充実というのを、今後また考えていただけませんでしょうか。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）先ほどから、入り口の強化と私は受けとるわけでございますけれ

ども、いずれにしても、入り口の充実もうちはちょっと弱いということですので、十

分に検討して考えたいと思っておりますし、入り口が充実しても、すぐ出口に向かっ

ていくといかんもんですから、その辺も含めて総合的に判断しながら、ずっと上毛町

に住んでいただけるような施策を考えてまいりたいと思います。 

○議長（安元慶彦君）岩花議員。 

○１番（岩花寛之君）ありがとうございます。 

 ３番目に移ります。定住促進というのは、私は住民の満足度と思っております。住

民が満足すればそこに定住しますし、先ほど町長言われるように出ることもないかと

思います。そういったものを図る指標といいますと、どういうものがありまして、そ

れをどういう調査をされていらっしゃいますでしょうか。 

○議長（安元慶彦君）企画情報課長。 

○企画情報課長（福田正晴君）住民の満足度を図る指標といたしましては、昨年、その

前もしましたけれども、総合戦略とか総合計画の中で、住民の方にアンケート、意向

調査をしております。意向調査につきましては、毎年実施することはちょっと厳しい

ということで、またインターネットを利用したアンケート調査は費用面や回収率、集

計の面で楽であり、メリットはあるんですけれども、インターネット環境を使用でき
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る方が制限されるなど、幅広い対象からの意見が集約されないというデメリットがあ

りますので、今後とも検討が必要であろうかと思っております。 

 指標につきましては、このアンケートの中で出て、必要とする分につきましては、

上毛町にずっと住み続けたいとか、上毛町に愛着があるというようなことでアンケー

トはとっております。これからずっと上毛町に住み続ける、恐らく住み続けるであろ

うという方が約８３％おられまして、愛着を感じている、どちらかといえば愛着を感

じているという方が７３％以上おられます。 

 そのほかの指針といたしまして、総合戦略の中に移住、定住に係る指針を挙げてお

ります。空き家バンクの登録件数を１１件から５０件、移住相談件数を１００件から

２００件ということで、この総合戦略の中におきましても、そういう移住、定住に係

る指針を上げておりますので、そういうのを目標として、これから検討してまいりた

いと思っております。 

○議長（安元慶彦君）岩花議員。 

○１番（岩花寛之君）満足度をはかるもので、今回、総合計画のアンケートが、前回の

アンケートとの比較もついてありまして、それを興味深く見させてもらったんですけ

れども、今回見ると、前回よりも評価が上がっているのが１３項目もあるんですね。

残念ながら下がったのも３項目あるんですけれども、それでもそれだけ上がっている

と非常にすごいことなのではないかなと思うんです。 

 これは１０年前ということでよろしいですかね。ですから、やはりいろいろな満足

度をはかる上で、定点観測というか、同じ質問を同じ時期に同じ人数するというのは

非常に大切なんじゃないかなと思います。できれば１０年に１回というのはあれかと

思いますので、もう尐し尐ないロットでもいいかと思いますので、３年なり５年に１

回ぐらいで、この上毛町の満足度というのはどれぐらいになっているのかというのが、

本当にすごくいい武器になると思うんです。 

 上毛町に住んでよかったと思うのが、仮に例えば９５％、１００％に本当に近い人

が上毛町に住んでよかったと言っていただけるというのが、一番この町のセールスポ

イントになるんじゃないかなと思いますので、もしよかったら、そういうアンケート

を定期的に、できればもう尐し短いスパンで行っていただきたいと思うんですけれど

も、いかがでしょうか。それによって施策も変わってくるんじゃないかなと思うんで

すけれども。 
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○議長（安元慶彦君）企画情報課長。 

○企画情報課長（福田正晴君）総合戦略及び総合計画におきましては、ＰＤＣＡという

方式をとって、その内容を確認しなくてはいけないということもございまして、この

総合計画におきましては５年に一度、前期基本計画がございまして、５年後に後期基

本計画という形で、見直しというかチェックする時期がございます。その時期に可能

であれば、そういう形で再度アンケート調査をとって、５年間の施策に対する評価と

いいますか、内容のチェックをできればしたいと思っております。 

○議長（安元慶彦君）岩花議員。 

○１番（岩花寛之君）ありがとうございます。ぜひ定期的な定数でアンケートをしてい

ただければと思います。先ほどもちょっとあったんですけれども、できれば都会に行

って、上毛町という名前をどれぐらい知っているかというアンケートも、あわせてモ

ニタリングしていただけるとありがたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（安元慶彦君）企画情報課長。 

○企画情報課長（福田正晴君）もちろん大都市に行って、上毛町というような形はなか

なか。最近ちょっと前ですが、サロンのサイトウくんが東京のほうでイベントをされ

て、上毛町という名前を出されていると。私、上毛町の出身だといって東京のほうで

何人か来られたということで、やはりそういう情報発信をすることによって、上毛町

の人が東京でこういう事業をしているとか、自信になりましたという表現はおかしい

ですが、こういうのをやっているんだと、頼もしいという御意見もあったということ

を聞いております。 

 そういう今後、東京とかに上京していろいろなイベントを打つことがございますの

で、そのときにアンケートというか、そういう形で若干の集計ができるかと思ってお

ります。 

○議長（安元慶彦君）岩花議員。 

○１番（岩花寛之君）５,５００人になろうかという人口をふやそう、１万人にしようと

いうことなわけですから、定住促進は本当に力を入れていかないと、人口は緩やかに

減っていく、減らすことすらも難しいんじゃないかなと思っています。 

 行政ばかりではなくて、私たち議会議員もそうですし、町民もそうですし、しっか

り上毛町の皆さんで考えていただいて、人口１万人というのに尐しでも近づくように

していきたいなと思います。 
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 以上で質問を終わります。 

○議長（安元慶彦君）岩花議員の質問が終わりました。 

 ６番、茂呂議員、登壇ください。 

 茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）私は、大池公園整備事業、旧麦酒館及び周辺施設並びに用地の

売却について、国保の広域化に伴う国保税の取り扱いについて、給食費の無料化につ

いて、町長が目指している九州一輝くまちづくりについて、町長に質問いたします。 

 まず、大池公園整備事業から伺います。平成２６年１月２０日の課長会で町長は職

員に、上毛ＰＡ、ＳＩＣの利活用を検討するよう指示しています。このとき住民や議

会に事前の説明がなく、このような大型事業の実施を推し進めようとすることは、町

長の独断専行、大池公園整備ありきの町民不在の町政運営だと言わざるを得ませんが、

町長の御認識を伺います。 

 また、上毛ＰＡ、ＳＩＣの利活用について検討するよう指示を行ったとき、事業の

収支バランス、維持管理費、費用対効果、事業完成後の町財政の運用について調査検

討するよう指示を行わず、事業を推し進めようとするのはなぜか。事業の収支バラン

スが悪く、事業の採算性、費用対効果が尐なく、今後の町財政運営が厳しくなっても、

事業中止は考えないのかとの問いに、全ての町民から同意をいただくことは難しい、

最後は議会の同意で決めることになる、住民の皆さんがやってよかったと思えるよう

な整備を検討すると答えています。町長は、事業中止は考えていないと受けとめるが

どうなのか、町長の考えを伺います。 

 事業計画を発表して２年以上が経過いたしましたが、今でも事業の収支バランス、

維持管理費、費用対効果や事業終了後の町財政計画が説明できないのはなぜか。大池

西側のログハウスから東九州自動車道までの間の山は、四季折々の季節が楽しめる場

所であります。その美しい山を削り、のり面をつくるということは、現在の美しい大

池周辺の景観が壊されるという認識を町長は持っていないのでしょうか、お伺いいた

します。 

 平成２８年度４月２８日の全員協議会の資料では、第１段階の事業終了後、第２段

階の事業に取り組む計画ですが、昨年末からことしの３月にかけてワークショップを

開催し、第２段階の事業内容について検討を行ったが、平成２９年度に第２段階の事

業についてはどのような場所で、どのような検討がされているのかお伺いいたします。 
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 大池公園東側に誘致する民間業者の店舗数と、誘致する民間店舗に公費投入がある

のか。また店舗の建築については、土木事務所の建築基準法の認可を受けた建築物な

のか、構造物なのかをお伺いいたします。今後の住民説明会の開催時期はいつごろに

なると考えておられますか。開発交流推進課の設置はあと何年必要と考えておられま

すか。 

 次に、麦酒館及び周辺施設整備並びに用地の売却についてお伺いいたします。こと

し３月議会で、民間会社は倒産、清算、営業拠点を移転する場合がある、売却予定地

が、売却後も町の総合計画に定められた交流レクリエーションゾーンとして活用でき

るのかとの問いに、そのような論点で行くと企業誘致はするなということでしょうか、

そうとしか思えませんと答弁いたしました。そこで伺います。町は将来、売却予定地

は町の総合計画に沿った交流レクリエーションゾーンとして活用されなくなる場合も

あり得ることを想定しての町有財産の売却なのでしょうか、お伺いいたします。 

 次に国保の広域化に伴う国保税の取り扱いについて伺います。国保運営の広域化で、

県が定める標準課税額は、現行の上毛町の国保税額よりも高くなることが予想されま

す。町は法定外繰り入れの可能限度額は幾らと見込んでいますか。 

 次に、給食費の無料化について伺います。昨年９月議会で教育長は、さまざまな視

点から考えていきたいと答弁されています。この数年前から、学校給食費の無料化や

補助する自治体が増加傾向にあります。上毛町もさまざまな観点から検討されてこら

れたと思いますが、現在、給食費の無料化についてどのようなお考えをお持ちでしょ

うか、お伺いいたします。 

 最後に、町長が目指している九州一輝くまちづくりについて伺います。２０１６年

６月議会で町長は、全ての事業や業務において職員のクオリティーを上げるために意

識させる目標であり、会社の企業理念のようなものであり、このことを実現するのは

九州で初めてということなので、当然、九州一ともいえると言っています。また企業

とも交渉しながら町のお金が残る事業にすることが、九州一輝くまちづくりの実現と

考えているという内容の答弁をしています。 

 そこで伺います。まず１点ですが、職員のクオリティーを上げ、会社の理念のよう

なものというのは、どういうものなのでしょうか。２点目、九州で初めてということ

で九州一ともいえるということは、九州で行政が高速道路のＰＡ、ＳＩＣを活用する

ことが九州で初めてということなので、九州一輝くまちづくりになるということなの
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でしょうか。３点目、お金が残る事業とは、町に税金をより多くおさめてくれる企業

が誘致できれば、九州一輝くまちとなるのでしょうか。 

 以上、５項目の質問に対し明確なる答弁を求めます。 

○議長（安元慶彦君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（永野英憲君）それでは、私のほうから議員御質問の１項目め、大

池公園整備事業についての質問要旨の１、２、３、４、５、６、７、８につきまして、

御答弁をさせていただきます。 

 まず１項目めの、町長は平成２６年１月２０日の課長会で、職員に上毛ＰＡ、ＳＩ

Ｃの利活用について検討するよう指示をしていると。このとき議会や住民に一言もな

くこのような大型事業の実施を推し進めることは、町長の独断専行、大池公園ありき

の町民不在の町政運営だという認識はないかという御質問ですが、まず町長が指示を

行ったもととなるのは、先ほど町長が読み上げました新町建設計画ということで、再

度、私のほうも読み上げさせていただきます。 

 北九州や大分方面との交流を図る東九州自動車道を含む広域連結道路の早期開発を

要請していくとともに、各集落から広域交通網への道路環境を整備し、住民や地域産

業の活性化を図ります。しかしながら、新町は東西方向に狭い形状をしており、東九

州自動車道等の開通によって本地域が卖なる通過点となる危険性があります。新町が

東九州地区の卖なる通過点とならないよう、既存の観光施設を活用したハイウエーオ

アシスを初めとする、地域の活性化に資する高速道路の戦略的利用を検討しますとい

う項目にのっとって指示をしたものでございます。 

 それで具体的には、上毛ＰＡ、ＳＩＣの利活用について検討するよう指示をしたと

いうのは、東九州自動車道の全線開通を見越してのことでありまして、高速道路がで

きたことにより上毛町が卖なる通過点とならないようにするため、新たにできるＰＡ、

またＳＩＣを有効に利活用し、上毛町の利益につながる事業はないか検討するよう指

示をされたものでございます。 

 また上毛ＰＡ、ＳＩＣの利活用を指示した時点で、なぜ議会、町民に一言もなかっ

たのかという御質問につきましては、当然、行政につきましては実施する事業につい

ての責任説明がありますが、実施することがまだ決定していない段階、特に行政内部

で初期の検討段階におきましては方向性が決まっておらず、対外的に責任ある説明が

できないことから、平成２６年１月の段階では説明をしなかったということでござい
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ます。 

 大池公園開発事業を行っていく過程において、議会に対しては必要な事業経費を議

会で審議をしていただいております。また一般質問、委員会等での説明、町民の皆様

に対しましては、昨年の行政懇談会また広報紙を通じて御説明をさせていただいてお

り、真摯に説明責任を果たそうと我々も思っているところでございます。議員御指摘

の町民不在の町政運営をしているという認識は、我々としては持っておりません。 

 次に２項目めの上毛ＰＡ、ＳＩＣの利活用について検討するよう指示をしているが、

このときに事業の収支バランス、維持管理費、費用対効果、事業完成後の財政計画に

ついて調査検討するよう指示を行わず事業を推し進めるのはなぜかという御質問でご

ざいますが、議員も御承知のとおり、昨年の５月の広報、町政懇談会、また議会の一

般質問の答弁においても御説明をさせていただいているとおり、大池公園開発事業は

第１段階から第３段階のエリアに分けて整備をすることとしております。 

 西側エリアを含む第２段階以降の開発は住民の理解を得て実施することにしており、

現在、第１段階の園路整備に取り組んでいるところでございます。西側エリアを含む

第２段階以降の開発につきましては、企業誘致的な指標の導入、またＰＦＩの活用等

を含め、民間の資金、経営能力及び技術的能力などを活用した開発により事業費が抑

制され、また町民の皆様に理解が得られ、よりよい事業となるよう現在、検討させて

いただくように考えております。これまでの御説明のとおり、第２段階、第３段階の

整備については、住民の理解が得られないまま推し進めるということはございません。

ということで、御理解を願いたいと思います。 

 次に３項目めでございます。事業の収支バランス、採算性が悪く、維持管理費にお

金がかかり費用対効果も尐なく、今後の町政運営が厳しくなっても事業中止を考えな

いのかとの問いに、全ての人から同意をいただくのは難しい。最後は議会の同意で決

まる。皆さんがやってよかったと思える整備を検討すると答えていますと。町長は事

業中止を考えていないと受けとめるがどうかという御質問でございますが、現在、第

２段階以降の事業につきましては、先ほどから町長と私が答弁しておりますように、

企業誘致的な手法についてこれから検討させていただきたいと思っておりますので、

現時点では何ら整備方針、内容等については決定をしておりません。 

 採算性が悪く、維持管理にお金がかかるなど、議会、住民から理解が得られないよ

うな事業ではなく、理解が得られる事業になるよう検討をしてまいりたいとも考えて
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おります。第２段階以降の整備内容が決定していない段階で事業を中止するという議

論にはならないと考えております。 

 次に４項目めの、事業計画を発表して２年以上が経過したが、今でも事業の収支バ

ランス、採算性、維持管理費、費用対効果や事業終了後の財政計画が示せない理由と

いう御質問でございますが、これにつきましては、２項目め、３項目めの御質問でお

答えをさせていただいたように、第２段階以降の整備についてはまだ現在、決定をし

ていないということで、議員御質問の収支バランス等をお示しすることができないと

いうことでございます。どうぞこの点につきましては御理解をお願いしたいと思いま

す。 

 次に５項目めの、大池公園西側のログハウスから東九州自動車道までの間の山は、

四季折々の景観が楽しめる場所である、その美しい山を削り、のり面をつくれば、今

の美しい大池周辺の景観が壊れるという認識を町長は持っていないのかという御質問

でございますが、基本構想、連結部基本設計で計画をいたしております駐車場等の整

備については、過去にも答弁をしておりますが、高速道路との連結及び十分な駐車場

の確保が必要と考えまして、山の開削を計画したものでございます。 

 なお、この計画についても、第２段階以降での整備ということになりますので、先

ほどから御説明をさせていただいておりますとおり、何ら現在、決定をしているもの

ではございません。今後、検討する上で、大池公園周辺の景観につきましては、十分

に配慮したいと考えております。 

 次の６項目めでございます。平成２８年４月２８日の全協資料では、第１段階の事

業終了後、第２段階の事業に取り組む計画ですが、ワークショップで第２段階の事業

内容について検討を行ったが、平成２９年度に第２段階の事業についてはどのような

場所で、どのような協議、検討が行われているのですかという御質問でございますが、

まずどのような場所でということについてお答えをさせていただきますと、検討など

大池公園開発事業の推進につきましては、議員も御承知のとおり、担当課であります

我々開発交流推進課で行わせていただいております。当然、関係機関との調整を図り

ながら、組織として他課と連携をさせていただき、総務課長、また副町長と相談、ま

た協議を重ね、その相談、協議内容、結果について町長と協議を行っております。 

 次に、どのような協議がということについてですが、２項目めの質問で御答弁をし

たとおり、西側エリアを含む第２段階以降の開発について、企業誘致的な手法の導入、
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またＰＦＩの活用等を含め、民間の資金、経営能力及び技術的能力などを活用した開

発により事業費が抑制され、また町民の皆様に理解が得られ、よりよい事業となるよ

う検討をさせていただいているところでございます。 

 次に７項目めでございます。大池公園東側に誘致する民間店舗数と、誘致する民間

店舗に公費投入があるのか。また、店舗の建築については土木事務所の建築基準法の

認可を受けた建物なのか、構造物なのかという御質問でございますが、これにつきま

しては、廣﨑議員さんの質問でも答弁をしたとおり、現在、辻口氏の招聘についての

協議は停滞している状況でございます。議員御質問の店舗数等については、現段階で

はお答えすることができません。まだ決定をしていないということでございます。 

 また店舗の建築につきましては、建築基準法の許可を受けた建物なのかという御質

問ですが、これにつきましては当然、店舗を建てる場合は許可基準、建築基準法等を

満たしたものになるということで御認識をお願いしたいと思います。 

 次に８項目め、私の答弁の最後となりますが、８項目めの今後の住民説明会開催の

時期ということでございますが、この件に関しましては、大変申しわけないんですが、

過去にもう重々答弁をさせていただいております。第２段階以降の整備については現

在何ら決定をしておりません。整備方針等が決定次第、住民説明会については開催を

計画したいと考えておりますので、この件につきましては、どうかそのような内容で

御理解をよろしくお願いいたします。 

 私からの答弁は以上でございます。 

○議長（安元慶彦君）副町長。 

○副町長（川口 彰君）私からは、９点目の開発交流推進課の設置は、あと何年と考え

ているのかということでございますが、平成２７年の３月議会の一般質問の答弁で、

当時の今任副町長が、開発交流推進課の設置につきましては、事業の完了までの期間

でさまざまな協議に時間がかかり確実な答えは難しいが、おおむね３年から５年とい

うことで答弁をしているところでございます。しかし、今後の所管事業の進捗状況、

これは大池関係以外の他の所管業務も含みますが、これらの業務の進捗状況、あるい

は事業量の増減によりまして変更の可能性があり得るということで認識をしていると

ころでございます。 

 以上です。 

○議長（安元慶彦君）企画情報課長。 
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○企画情報課長（福田正晴君）それでは２の旧麦酒館及び周辺施設並びに用地の売却に

ついてで、売却予定地域が町の総合計画に沿った交流レクリエーションゾーンとして

活用されなくなる場合もあり得ることを考えての町有財産の売却なのかについて、御

答弁させていただきます。 

 旧麦酒館の利活用の方法を検討した結果、交流レクリエーションゾーンの目的に沿

った利活用ができる優良な民間企業への売却が町にとって一番よい方法だと判断し、

売却の方法で検討する方針を決定しました。その方針によりトップセールスを行って

まいりました結果、旧麦酒館及び周辺施設を活用したいという事業者があり、交渉を

進めるに至ったということでございます。 

 当エリアの活用方法ですが、未来永劫、当ゾーンを交流レクリエーションゾーンと

してエリアを確保することができるかわかりませんし、また、誘致した企業が将来ず

っと当ゾーンに見合う事業展開をするかは確約することができないという状況でござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（安元慶彦君）長寿福祉課長。 

○長寿福祉課長（佐矢野 靖君）それでは私のほうから、３番目の国保の広域化に伴う

国保税の取り扱いについてということで、広域化に伴い法定外繰り入れの可能限度額

は幾らかということに関してお答えさせていただきます。 

 まず、国民健康保険の会計は独立採算というのが原則になっております。ただ、国

保加入者の保険税だけでは収支の均衡が保てない、要するに歳出が多くて歳入が足り

ない場合、そういった場合に限って一般会計から国保会計のほうに繰り入れするもの

でございます。ですから、この法定外繰り入れに関しまして可能限度額という考え方

はなじまないと考えております。そして、来年度から国保広域化というのはもう決ま

っておりますけれども、まだ標準保険料率も示されておりません。そして細部につい

て協議中という現在では、何ともお答えのしようがないということで答弁させていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（安元慶彦君）教育長。 

○教育長（道免 隆君）それでは議員の、無料化をしている自治体もふえているが、現

在、無料化についてどのように検討しているのかということについて御答弁をさせて
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いただきます。 

 昨年の末に新聞報道で、全国の自治体の中で市町村、５０以上の自治体が無料化を

したというような情報があったのは承知しております。本町におきましては、現在、

教育委員会事務局の内部で検討しているという段階でございます。したがいまして、

きょうこの場でお示しすることは差し控えさせていただきたいと思います。 

 今後は、教育委員会並びに町長が主催する総合教育会議等の議論を経まして、必要

に忚じて財政への話し合いを進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）５番目の九州一輝くまちづくりについての中で、１、２、３をお

答えさせていただきます。 

 １の、仕事にクオリティーを上げ……、企業理念のような考え方ということについ

ての説明ということでございますが、再度というか、答えが難しいんですが、仕事の

クオリティーを挙げるために各課、接遇、あるいはスキルアップ等の研修、そして各

課目的型研修等を行っております。午前中の答弁と重複しますが、その成果が税務課

のふるさと納税や企画の道の駅改革等にも生かされていると考えております。数値目

標を明確にすればより効果が上がると考えますし、業務が忙しくなっても実績が上が

ることで職員が生き生きしてくるのが目に見えてわかりますし、さらにスキルアップ

につながると考えております。こうしたサイクルが確立されることを目指していると

いうことでございます。 

 ２番目のＰＡ、ＳＩＣを活用することが九州で初めてだから九州一輝くまちという

ことかということでございますが、九州一輝くまちとは目標であり結果であると考え

ております。初であっても、将来を考え十分洗練されたものであれば、結果として九

州一になり得ると思っておりますが、ただし未来永劫ではないと思います。 

 ３番目の、税金を町に納めている企業が誘致できれば九州一輝くまちということか

ということでございますが、本物を求めておりまして、優良企業が誘致できればと考

えておりますし、先ほども述べたように、目標であり結果を九州一輝くまちにしたい

と考えておるところでございます。茂呂議員さんにも、もっとすぐれたプランがあれ

ばお示しをしていただきたいと思っておりますし、企業誘致の一つでも紹介いただけ

るならありがたいと思います。 
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○議長（安元慶彦君）ちょっと待ってください。質問者、答弁者、もうちょっと気合い

を入れて、白熱した議論をやってください。 

 茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）まず最初の問題ですが、この事業を進めるのは、町長の独断専

行、この事業ありきで町民不在ではないかという質問をいたしました。決定した段階

ではない、まだ責任ある説明ができないということでありますけれども、答弁を避け

ています。 

 昨年末からことしの初めにかけてワークショップを行いました。そのときに、当初、

それぞれ参加した人たちが自由な思いであそこをこうしたい、どうしたいという自由

な発想でできるのかなと思っていたところ、構想図に描かれたこの範囲でしてほしい

という説明をされたので、ゲストハウスをどうするかという議論が中心になりました。

そこが問題なんですよね。まずゲストハウスありきでやったわけですよ。誰もゲスト

ハウスありきで来られたということではなくて、それぞれが自由な思いで参加されて、

実際に来たときにはゲストハウスありきでワークショップが行われたわけですから、

そういう決め方が住民不在だということで私はお尋ねしたわけですが、そういう認識

はお持ちでないですか。 

○議長（安元慶彦君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（永野英憲君）茂呂議員、今のご質問でございますが、ワークショ

ップということでございます。これにつきましてはワークショップの第１回のワーク

ショップのときに、私のほうからも、このワークショップについては、スマートイン

ターと一体化した地域拠点づくりの事業ということで、地方創生加速化交付金事業の

交付による事業であるということで、ゲストハウスの限定と東側の町庭部分というよ

うなワークショップになるということで、私のほうからも説明をさせていただいてお

りますし、そのような内容のワークショップでございますので、全体ということのワ

ークショップではございません。しかし、ワークショップの中では、皆さん方からそ

ういうところのいろいろな意見もお伺いしているということは確かでございます。 

○議長（安元慶彦君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）ですから、そこに参加した人と執行部との乖離があったんです

よね。考え方の差があったわけですよね。そういうことが実態でありました。だから、

本来であればこういう大型事業をする場合には、もっと事前の話をするべきではなか
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ったのかと私は思うんです。ちゃんとやれば、この辻口さんのような問題も起こらな

かったと思います。その点を言っておきます。 

 それから、実際にこの大池公園を整備することによってどういうメリットがあるの

かということを過去にお尋ねいたしました。２０１５年６月議会で私がお尋ねいたし

ましたところ、いろいろとその全体の話がありましたけれども、日常的には町民の憩

いの場、来訪者との交流拠点になるという説明であります。町民のメリットはこの点

だけでしょうか。お尋ねいたします。 

○議長（安元慶彦君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（永野英憲君）これにつきましては過去、再三再四申し上げており

ますが、町民のメリットということではございませんが、町のメリットということで、

この大池公園の開発によりまして、地域雇用の創出、また定住人口の増加というのが

図られまして、さらなる地域の活性化と、大池公園が町の新たな顔となるということ

で、新たな観光拠点となる施設ができるということでございます。それから上毛町を

発信していきまして、交流人口をふやし、先ほどから岩花議員等の質問でも答弁をさ

せていただきましたが、２０４０年、人口１万人に向けた一つの手法ということで、

我々としては考え、推進をしているということでございます。 

○議長（安元慶彦君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）大池公園を整備したからといって、この町に住もうかと、ここ

に家を建てましょうかと、私はそういう気にならないと思います。まず先ほども岩花

議員が言いましたように、まず入り口でどういうことをするか。私は子育て支援をす

ることが大事だと思います。 

 この町に住めば子育てにこのくらい皆さんたちに負担をかけませんよと。まずそれ

をやって、それから入り口でちゃんとこの町に住んでいただいて、それから保育をど

うするかとか、学童保育をどうするかとか、教育をどうするかとか、そういうふうに

進んでいくべきだと思います。 

 当然、人口をふやす場合には、まず私が考えるのは、本当に１万人にしようと思い

ましたら、これは実現するか実現しないかはわかりませんけれども、今の子供の育成、

２人を５人、３人の家族なら７人、このくらいの規模にしないと、なかなか私はでき

ないと思います。これが実現できるかできないかは別でありますけれども……。 

○議長（安元慶彦君）茂呂議員、発言中でありますけれども、論点を大池公園整備に絞
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ってください。 

○１０番（茂呂孝志君）ですから、人口増を言いましたから、ちょっとつけ加えたわけ

です。私の考えを述べたわけでありますけれども、まず人口をふやすということでは、

そういう観点が私は必要だと思います。 

 それから、次に行きますけれども、この事業を進める場合に、収支バランス、維持

管理費、費用対効果、事業完成後の財政計画について調査・検討するよう指示はされ

ていなかったのですか。ただ利活用だけを指示したのですか。 

○議長（安元慶彦君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（永野英憲君）整備を行うに当たっては、本当に最終的な計画が決

定されるということであれば、今、議員さんが言われるようなことは当たり前のこと

だと思います。それを含めたところの計画で皆様方に御説明をするというのが当たり

前のことですので、指示をされたということは、そういうことも含めたということで

ございます。 

 それと、先ほどちょっと議員さんが言われましたけど、大池公園をやるから人口が

ふえるのではなくて、私の答弁は、大池公園を人口をふやす一つの手法と考えている

ということでございますので、町長が先ほどから言いますように、他の施策等もやっ

ておりまして、人口をふやすような施策がほかにあります。大池公園については、一

つの手法ということで認識をしてください。何か議員さんの質問を聞いていると、大

池公園イコール人口をふやすというようなことでございますので、大池公園整備につ

きましては人口をふやしていく一つの手法ということで認識をお願いしたいと思いま

す。 

○議長（安元慶彦君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）この辺で議長から言われましたから、人口でそんなに私も議論

しませんけれども、大池公園を整備したからといってそんなに人口がふえるものでは

ありませんという私の考えを述べておきます。 

 それで、町長にお尋ねするわけですけれども、この事業の利活用について指示した

ときに、これが今日まで２年以上たってもなかなかこれができないという、収支バラ

ンスや費用対効果、維持管理費がなかなか算出できないというのは、どこに問題があ

ると考えていますか。 

○議長（安元慶彦君）町長。 
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○町長（坪根秀介君）先ほど来、お答えしているつもりなんですけれども、当初はあら

ゆる可能性を模索して検討した構想でありますし、新町建設計画の中にもありますＰ

Ａ、ＳＩＣ活用というのもありますし、いろいろなものを含んだ中で、いろいろなこ

とを考えております。その中で金額も出てきたわけでございますけれども、先ほどお

っしゃっておりました金額の指定をして、それでやれとかいうことではありませんし、

整備する中でそれぐらいのお金はかかるだろうという中で、実際に整備をするならば、

要らないものは外す、そして町の負担を減らすように民設民営ということを基本に考

えてきた結果です。簡卖に考えていらっしゃいますけれども、企業誘致というのは簡

卖にできませんよ。そういう中で２年、３年かけてようやくいい企業が見つかったと

いうことでございますので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（安元慶彦君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）お尋ねしたことに答えていないんですよね。収支バランスやら

費用対効果、ランニングコストがまだ計算できないというのは、どこに原因があるん

ですか。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）ですから、民設民営であれば、民間が決まらなければ収支計画な

んて立てられないじゃないですか。 

○議長（安元慶彦君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）町が卖独でやるのか、それとも業者任せにするのか、はっきり

どっちにするのか、それは議論すればいいことであって、このコースだった幾ら、こ

のコースだったら幾らということは計算できないんですか。やはり計算がずさんです

よ。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）恐らくどこの企業に行ってもそんなことはできないと思いますし。

どこがそういう計算ができますか。 

○議長（安元慶彦君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）企業であれば、中長期計画を立てて数字をはじきます、経営す

る以上は。銀行から幾ら借りるとか、そういう計算はしますよ。それに近い数字に行

くか、大幅に外れるかは経済状況によって違うと思いますけれども、最低そのくらい

の数字を示して皆さんたち議会や住民にやはり説明して、この事業を進めようとしな
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いと、やはり皆さんは不安に思うと思いますよ。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）ですから、第１段階は園路の整備をすると、そういうことが決ま

れば第２段階でお示しするということでございますので、まだその時期が来ていない

のに、そういう話にはならないと思います。 

○議長（安元慶彦君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）本当に先の見通しがないなと私は思います。きょうもいろいろ

お尋ねするのですが、やはり先が見えないんですよね、この事業をやろうとする。 

 それで、財政問題を岩花議員からも心配されていましたけれども、今、財政は扶助

費や物件費がふえています。これを今まで補ってきたのは、借金を減らすことによっ

て、この返済を減らすことによって扶助費や物件費の伸びをカバーしてきました。し

かし今後は基金も取り崩さないとやっていけないだろうという説明が、ことしの３月

議会でありました。 

 この工事の概算でありますけれども、約２３億かかるという説明を受けました。今

後、し尿汲み取りとか健康増進センター、トレーニングセンターの建てかえ、また人

口１万人を目指した整備、福祉の充実とかを考えると、やはりこの大池公園に２３億

もかけて、おたくたちは笑っていますけれども、実際にかけるけれども、実際に国か

らどのくらい補助が来るかわからないんですよ。３割来るのか、５割町が払うのかわ

からないんでしょう、まだ。ですから、やはりそこは心配ですよ。福祉増進やらに影

響が出ないという、ちゃんとした説明はできますか。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）先ほどから何度も説明しておるつもりなんですけれども、理解さ

れないみたいですが、民設民営ということを言っていますので、町が２３億かけると

かいう話ではないわけですから、そこをまずは御理解いただかないと答弁のしようが

ありません。 

○議長（安元慶彦君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）やはり財政計画を立てていないんですから、財政に悪影響を及

ぼさないという説明は私はできないと思います。確信を持ってね。それと民間資本で

やると言ったんですかね。もう一度言ってください。 

○議長（安元慶彦君）町長。 
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○町長（坪根秀介君）民設民営を基本に考えていくと再三申し上げております。 

○議長（安元慶彦君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）東側については、東側のあそこは６億４,０００万の金額を民間

資本でやるという数字を示しています。廣﨑議員の質問だったと思いますけれども、

税金を投入することも検討すると言われていましたけれども、税金投入は考えている

んですか、考えていないんですか。 

○議長（安元慶彦君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（永野英憲君）廣﨑議員の御質問で税金を投入するというような答

弁はしたことはないと思います。 

○議長（安元慶彦君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）西側が当時は２６億だったですね。それで東側が民間店舗で６

億４,０００万という数字を出していました。これは当初は全て民間資本でやるという

ことでありましたけれども、廣﨑議員がことしの３月だったですかね、税金の投入も

検討すると。投入するとは言っていませんよ。検討するという答弁に変わっていまし

たので、税金投入もあり得るのかというお尋ねであります。 

○議長（安元慶彦君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（永野英憲君）ことしの３月廣﨑議員から御質問があったのは、辻

口さんの話をさせていただいて、その辻口さんの店舗については公設なのか民設なの

かというようなことだったと思います。それについては今後、協議をしていくという

回答だったと思います。だから、そのときに税金を投入するとか、そういう話にはな

っていなかったと思います。 

○議長（安元慶彦君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）民の資金でやるとは答弁していませんので、税金投入もあり得

るということに私はとったわけでありますけれども、当然、辻口さんの話では、税金

の投入もあり得るという可能性を含んだ答弁だと思います。そうでしょう。 

○議長（安元慶彦君）開発交流推進課長。 

○開発交流推進課長（永野英憲君）３月の議会のときに茂呂議員さんはそのように解釈

されたということでございますが、本議会で今まで町長と私どもが回答しているよう

に、大池公園の開発については基本的には企業誘致的な手法で考えるということでご

ざいます。それから先ほど町長が言いましたように、民間との連携が最悪できないよ
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うな場合、園路だけで終わるという回答もされておりますので、先ほどから言います

ように２３億８,２００万を使うというようなことで茂呂議員は認識をしないでくだ

さい。そういう広報みたいなものを出されれば、また、住民の皆さん、心配をします。

もしビラを出していただくなら、大池公園開発については第１段階だけしっかり町は

やるんですよと、第２段階以降については町の財政負担がないような手法を今から検

討して、それが決定すれば皆様方にお知らせをさせていただくというようなことで周

知をしていただければ、我々は大変助かります。 

 過去の答弁でも、私は反対をしていないと、そういうことがあれば私も協力をして

いくというようなことを言われておりますし、また我々の事務所のほうに来てもそう

いうことを言われておりますので、どうか今のような形で御協力いただければ、我々

は大変うれしく思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安元慶彦君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）辻口さんの話が出ましたので、話をそこに移しますけれども、

辻口さんを招聘することが不可能な場合、できない場合もあるという答弁でありまし

た。できなければ、連結事業をやめるという答弁があったと思いますが、今後、連結

についてはやめるということでありますか。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）先ほどから、あらゆる可能性を模索して新町建設計画にもあった

連結ということも考えてきましたけれども、あそこはお金がかかり過ぎるということ

で、企業ともそういう話になりますし、企業も一流企業ですから、そこまで連結まで

しなくても我々はお客さんを呼びますよというような話になっておりますので、そこ

は恐らくしないような感じで考えていると思います。 

○議長（安元慶彦君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）辻口さんが招聘できれば連結はしないような考えであると。し

かし今、辻口さんがどうなるかわかりませんけれども、ほかも探すという考えもおあ

りなようでございますけれども、そうした場合にはまた連結もあり得るということで

すか。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）連結は一忚、新町建設計画の中であったということで検討の中に

入れているということで、その中で一流企業と話した中で、そういうのはお金がかか
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り過ぎるので要らないということでございましたし、今、第２段階の整備自体が白紙

というか、そういう状況ではありませんので、相手先があっての整備ということを何

度も申し上げております。ですから、企業が来なければ何にもやらないわけですから、

それについて余り飛躍した考えで先走るのはやめていただきたいと思います。 

○議長（安元慶彦君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）相手次第だということでありますので、事業の中止は考えてい

ないと、まだ模索するということですね。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）事業の中止というのは何をもって事業の中止と言っているかがわ

かりませんが、公園の園路の整備をすると。そして、そういうところを企業に見てい

ただいて、企業の誘致を促すということでございます。 

○議長（安元慶彦君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）ですから第２段階、第３段階については、企業と話して、話に

よっては連結の中止は考えていないということですね。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）連結のことは今、白紙だと御理解いただきたいと思います。 

○議長（安元慶彦君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）白紙ということで、中止は考えていないととられます。中止な

ら中止とはっきり言っていただきたいと思います。白紙であれば、また戻るわけです

からね。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）これは、新町建設計画に基づいて検討したということでございま

すので、これからやるつもりはありません。 

 以上です。 

○議長（安元慶彦君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）じゃあ、中止ですか。はっきり、やるつもりはないんですか。

やめたんですか。やめたのなら「やめた」と言ってください。白紙ですか、やめたん

ですか。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）一忚、今のところは。これは未来永劫というのは、茂呂さんもい
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つもおっしゃるようにありません。ただ、私はやるつもりはありません。 

 以上です。 

○議長（安元慶彦君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）じゃあ、未来永劫という言葉を使いましたから、未来永劫やる

つもりはないんですね。 

○町長（坪根秀介君）未来永劫はない。 

○１０番（茂呂孝志君）それは言ってください。未来はわかりませんというなら白紙じ

ゃないですか。はっきり言ってください。大事なところですよ。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）未来永劫というのは、私はないと思っておりますので、私以外の

人がやる可能性はあるだろうと。私はやりませんと言っています。 

○議長（安元慶彦君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）来期、未来永劫やるつもりはないということですね。 

○議長（安元慶彦君）ちょっと待って。ちょっと質問を整理してください。 

 茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）ですから、今期はあと４カ月ぐらいですかね。来期も出馬表明

されていますけれども、２期目も町長に就任されるのであれば、この連結の考えはな

い。もう第１段階でやめるということですね。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）園路の整備を今、第１段階でやるということは御理解ください。

そして、連結については、西側は連結はもうしません。西側はないということです。 

○議長（安元慶彦君）もう質問は終わったんじゃないですか。せんって言いよるから。 

 茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）じゃあ、西側はないということでありますから、西側のログハ

ウスから東九州自動車道までの間の山は、大池でやはり一番美しい景観ですよね。そ

の山を削るということはないわけですね。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）そもそも西側の山は保安林にかかっておりまして、連結するとい

うことで保安林解除の要綱を満たすということになっておりましたので、連結しなけ

ればなかなか解除が難しいということで、全てというわけにはいかないかもしれませ
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んけれども、可能性は上のほうで使う、保安林は結構広くかかっていますから、一部

そこを解除するようなことになる可能性はあると申し上げておきます。 

○議長（安元慶彦君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）一部保安林の解除の可能性があるということですけれども、連

結しなければ山を削るということはないですね。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）まだ事業計画が決定しておりませんので何とも申し上げにくいわ

けでございますけれども、基本的には山にかからないようにしたいと思っております。 

○議長（安元慶彦君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）何でお尋ねをするかというと、東側は、もう園路はかなり、１

期目は終わりましたけれども、まだ２期がありますよね。西側は園路があります。こ

れも整備されると思います。あそこには木立があるんですよね。山を削ることによっ

て木立がなくなります。そうすると、せっかく整備したところでも、夏暑いときに直

射日光が当たれば歩く方はいなくなると思います。ですから私は木立は残すべきだと

思いますので、山のことを気にしているわけであります。この点は、頭の中に入れて

おいてほしいと思います。 

 次に、旧麦酒館の問題ですけれども、これを売却したときに、町の総合計画に沿っ

た交流レクリエーションゾーンとして活用されなくなる場合もあることを想定しての

町の町有財産の売却なのかということをお尋ねしたんですが、確約することはできな

いという答弁でありました。そうすると、町の総合計画に沿った活用が、民間に売る

ことによってできなくなる可能性があると理解してよろしいのかどうか、お尋ねいた

します。 

○議長（安元慶彦君）企画情報課長。 

○企画情報課長（福田正晴君）先ほど答弁いたしましたが、未来永劫といいますか、ず

っと当交流レクリエーションゾーンとしてエリアを確保できるわけではございません

し、誘致した企業が、先ほども言いましたが将来ずっとゾーンに見合う事業展開をさ

れるということは確約できないという意味で申しました。 

 この本年度の総合計画におきましても、当エリアは交流レクリエーションゾーンと

いう、引き続き前のゾーニング等を変えておりません。だから町といたしましても、

その総合計画のゾーニングに従って事業展開というか、施策を展開していかなければ
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ならないと思っておりますが、何せ、何十年先、ずっとその状況が続くかということ

はちょっと言えないということで先ほど答弁させていただきました。 

○議長（安元慶彦君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）ですから、民間に売れば、ずっと先、企業が未来永劫そこで営

業するかどうかわからないわけですから、もし売却したときには町の総合計画に沿っ

た交流レクリエーションゾーンとして活用できなくなる場合もあり得るということを

想定しての売却なのかどうかということで、明確に答えてください。確約できないと

いうことであれば、そういうこともあり得ると私はとれるんですけれども。 

○議長（安元慶彦君）企画情報課長。 

○企画情報課長（福田正晴君）これも言いましたが、交流レクリエーションゾーンの目

的に沿って利活用できる優良な企業、民間企業と今の段階では交渉ができ、そういう

活用をしていただくという方向性で今、そういう業者であるということでございます

ので、未来永劫、その進出された業者が同じ経営業態で事業展開するかということは

確約できませんということでございます。 

○議長（安元慶彦君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）未来永劫、町の総合計画に沿ってやるとは確約できませんとい

うことでありますから、町の計画に沿ったことはできなくなるわけですよ。ですから、

そこでお尋ねするんですが、跡地利用については職員から意見募集を行っています。

２９項目の案が出ています。２９項目あって、将来、企業の都合によって総合計画に

沿った交流レクリエーションゾーンとして活用できなくなることが想定できるのに、

なぜほかのあと２９項目については検討されないのか、お尋ねいたします。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡崎 浩君）その手前の論理で、今おっしゃるように未来永劫、未来永劫、

午前中の宮崎議員の御質問に町長が答弁された部分の中で、２０年前、道の駅しんよ

しとみも大平楽もございませんでした。当然、上毛町ができる下地もまだなかった部

分が、２０年間でこういうふうに様変わりしております。まずあそこを交流レクリエ

ーションゾーンとして活用いただける企業があらわれて、今、交渉を進めておるとい

う部分で、じゃあ、そこで未来永劫、２０年前上毛町の誕生も予測できていなかった

ような案件が既に起こっている中で、２０年後、３０年後、未来永劫を確実に保証す

るというのは困難であるという部分は、まず御理解いただかないと話がかみ合わない
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と思うんですが、いかがでございますか。 

○議長（安元慶彦君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）企業にはずっと続くという保証はありません。しかし、町はず

っと続くわけですからね。ですから、町の計画を立てた以上は、その町の計画に沿っ

た形でやるというのが当たり前じゃないですか。町民財産は町民の利益のために使う

のが当たり前ですよ。企業の利益のために使うんじゃないんですよ。だから、２９項

目あるうち２８項目についてなぜ検討しないんですかと聞いているんです。これにつ

いて明確に答えてください。 

○議長（安元慶彦君）企画情報課長。 

○企画情報課長（福田正晴君）検討した内容についてはお渡ししたと思います。その中

の一つの項目にも挙がっていると思いますが、企業誘致という形で、その中の一つと、

提案という形でも企業誘致という形で挙がっていると思います。 

 それと先ほど言いましたが、町のほうでもいろいろな方向性を検討した中の一つの

方法として、民間の売却ということです。職員の意見としても挙がっておりましたし、

執行部のほうでも協議して、その方向で行こうということで方向性を決めたというこ

とでございます。 

○議長（安元慶彦君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）総合計画に沿ったことができないという予想が立つなら、ほか

の２８項目も検討してほしいと思います。このことを強く言っておきます。 

 それとあと、時間がありませんので、もう一つ最後に行きます。町長が目指した九

州一輝くまちづくりの問題ですが、何をもって九州一輝くまちづくりが実現できたか

という認識について、過去に町長は、２０１５年、平成２７年６月議会で、周防灘定

住自立圏においての唯一のパーキングエリアで、交通面での中核となるということで、

九州一輝くまちづくりの実現に近づくという答弁をしています。これからすると、や

はり九州でＰＡ、ＳＩＣを自治体が利活用するのは上毛町が初めてだということで、

これが実現できれば、九州一輝くまちづくりというお考えで進めていったのかどうか、

お尋ねいたします。 

○議長（安元慶彦君）午前中、各課の説明があったやない。答弁。 

 総務課長。 

○総務課長（岡崎 浩君）先ほど前段に町長のほうが御答弁をされましたように、最終
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的に形として九州一輝くまちという部分が結果としてついてくる、さまざまな事業の

連なりによって九州一輝くまちがついてくるという部分で御説明いたしたと思います。

それから前回、議員の御質問にお答えした部分で、やはりキャッチフレーズ、要する

に会社で言うと社訓みたいなものの中に「九州一輝くまち」というものを掲げて、そ

こを各課目指していきましょうという部分であるというお話があったと思いますので、

そこをまず御理解いただかないと、なかなかお答えのしようがないと思います。 

○議長（安元慶彦君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）九州一輝くまちづくりについて各課から説明がありました。そ

の内容については、どこの自治体もすることであります。ですから、それをとって九

州一輝くまちづくりにはならないと思います。 

 町長は就任以来、ずっと言っているんですよね、何をもって九州一輝くまちづくり

なのかということで。それは卖なるキャッチフレーズに終わるのかどうか。ちゃんと

こういうことになったら九州一輝くまちづくりが実現できたということをお示し願い

たいと思います。 

 町長じゃないと答弁できないと思います。 

○議長（安元慶彦君）町長。 

○町長（坪根秀介君）先ほども担当課長も申し上げましたように、各課が答えたとおり

でございますし、それがよその自治体と同じということはないと思うんですね。うち

は九州一を掲げているわけですから。よそは九州一を掲げていないと思いますよ。 

 ですから、そこに向かって努力をしている、研修もしているわけでございますので、

ふるさと納税も上がってきているということで御理解いただきたいと思います。 

○議長（安元慶彦君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）じゃあ、言葉だけだったということで理解します。 

 終わります。 

○議長（安元慶彦君）茂呂議員の質問が終わりました。 

 以上で、一般質問は全て終了しました。 

 ここで、会期日程についてお知らせします。運営資料会期日程表には、６月１０日

を一般質問予備日としてありましたが、一般質問は本日終了いたしましたので、１０

日は休会といたします。 

 本日はこれで散会します。お疲れでした。 
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                           散会 午後 ３時３５分 

   平成２９年６月９日 

 


